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l
 H I V 感染者の硅 害 認定等に係るプライバシー 保証等について 

ア H I V 感染者の身体障害認定については、 平成丁 0 年 4 月 1 日に施行されて 以来、 

まもなく 8 年目を迎えようとしている。 

H I V 感染者が安心して 障害者に係るサービスを 利用できるようにしていくため 

には、 各種福祉サービスの 窓口業務に携わる 職員を始め、 一般の行政窓口において 

も、 H I V 感染者への理解を 深め、 プライバシ一の 保護に配慮した 適切な対応を 行 

ぅ ことが重要であ る。 

イ このことに関しては、 国と「 H I V 弁護団・原告団」との 協議の中でも、 各自治 

体が 、 それぞれの職員に 対し、 職種を超えて 広く研修会等を 継続的に実施すること 

により、 周知登底を図ることについて 要望を受けているところであ り、 各自治体の 

障害福祉部局の 窓口にとどまらず、 一般行政窓口においても、 H I V 感染者をはじ 

めとする障害者のプライバシー 保護等について 十分留意されるよ う 、 関係部 課 ・ 関 

僚機関に対する 助言をお願いいたしたい。 

ヴ また、 身体障害者手帳 の交付を受けた HI v 感染者に対しては、 手帳 により利用 

できる福祉の 制度・サービスのみならず、 就労・障害年金等、 障害者に係るそれ 以 

外の制度・サービスについても、 それぞれの制度や 相談機関等の 情報提供等の 対応 

ほ ついてお願いいたしたい。 

ェ さらに、 身体障害者福祉法に 基づく更生医療を 受ける指定医療機関は、 原則とし 

て 1 つの障害につき 1 つの指定医療機関で 対応することとしているところであ る 

が、 H I V 感染者のように、 受給者がおかれている 個々の治療状況に 応じて、 1 つ 

の 指定医療機関だけで 対応することが 困難であ ることに対してやむを 得ない理由が 

あ り、 当該医療機関間で 十分な連携を 行 う ことが可能であ れば、 複数の指定医療機 

関 で対応することも 可能であ るので、 関係機関に対して 周知をお願いしたい。 

2  陣害者ケアマネジメント 体制支援事業 は ついて 

ア 障害者ケアマネ 、 ジメント体制支援事業は、 地域に暮らす 障害者のニーズに 即した 

地域生活を支えることを 目的として、 障害者ケアマネ 、 ジメントの普及並びに 各自治 

体 における障害者ケアマネ 、 ジメント体制の 整備を目指して 実施してきたところであ 

る。 
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イ 障害者ケアマネジメントについては、 各自治体や障害者団体等より、 位置付けの 

明確化や制度化等の 要望を受けてきたところでもあ り、 今回の通常国会に 上程した 

「障害者自立支援法 ( 仮称 ) 」において、 「市町村を基礎とした 障害者相談支援体制 

の 確立」を目指しており、 障害者ケアマネジメントの 手法を取り入れた 相談支援体 

制の充実を図ることとしている。 

ウ このような中、 本事業については、 制度改正も踏まえ 平成 1 7 年度も継続的に 実 

施することとしている。 特に、 障害者ケアマネジメント 従事者研修については、 本 

年度の国の研修において 3 障害合同の演習を 行 う などの取り組みを 行ったところで 

もあ り、 また、 平成 1 7 年度は制度改正に 対応した内容を 加えることを 想定し、 で 

きるだけ早朝に 要綱等をお示しすることとしているので、 各都道府県等におかれて 

は 今後の制度改正の 動きを踏まえつっ 、 国の研修内容に 準じた準備並びに 実施をお 

願いいたしたい。 

ェ なお、 新法施行の中で、 障害者ケアマネジメント 従事者の質の 向上や人材養成に 

ついては、 相談支援体制の 充実において 非常に重要であ ることから、 各都道府県が 

実施する地域生活支援事業に 位置づけているところであ る。 
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$ き別 児童扶養手当等について 

( 1 ) 手当額の改定について 

特別児童扶養手当、 特別障害者手当、 障害児福祉手当及び 福祉手当 ( 経過措置 

分 ) の 額については、 物価の変動に 応じて自動的に 額を改定するに 動物価スラ 

イド制」がとられている。 

平成 1 1 年以降、 毎年、 消費者物価指数は 低下しているが、 平成 1 2 年度から 

平成 1 4 年度の 3 年間は、 公的年金と同様、 社会経済情勢に 鑑みて特例措置によ 

0 手当額を据え 置いてきたところであ り、 平成 1 5 年度及び平成 1 6 年度につい 

ては、 平成 1 1 年から平成 1 3 年の 3 年間の消費者物価下落 分 ( マイナス 1. 7 

%) は 反映させず、 それぞれ直近 1 年間の消費者物価下落 分 のみの額の改定を 行 

と う う 公的年金と同じ 取扱いとしてきたところであ る。 

平成 1 7 年度以降は、 物価が上昇した 場合には、 手当額を据え 置き、 物価が下 

落した場合には、 物価スライドにより 引き下げることにより、 段階的に特例措置 

分 (1 . 7%) を解消することとする 予定であ る。 ( 当該内容の法案が 本年 2 月 

4 日に国会へ提出され、 年度内に成立する 見込みであ る。 ) 

( 現 行 ) ( 平成 17 年 4  月～ ) 

特別児童扶養手当り 級 )  5 0, 9 0 0 門 づ 据 え 置 き 

(2 級 )  3 3, 9 0 0 日 づ 据 え 置 き 

特別障害者手当 2 6, 5 2 0 円 づ 据 え 置 き 

障害児福祉手当 Ⅰ 4, 4 3 0 円 づ 据 え 置 き 

福祉手当 ( 経過措置 分 ) 1 4, 4 3 0 円 づ 据 え 置 き 

( 参 考 ) 障害基礎年金 1 級 ( 月額 )  8 2, 7 5 8 円 づ 据 え 置 き 

障害基礎年金 2 級 ( 月額 )  6 6, 2 0 8 円 づ 据 え 置 き 

手当額 は ついては、 事務処理に遺漏のないよう 万全を期されるとともに、 管内市 

町村・関係機関への 周知をお願いしたい。 
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(2) 所得制限限度額 は ついて 

特別児童扶養手当、 特別障害者手当、 障害児福祉手当及び 福祉手当 ( 経過措置 分 ) 

0 所得制限限度額 は ついては、 最近の勤労者所得が 伸びていないことから、 障害基 

礎年金等の公的年金と 同様に据え置く 予定であ るので了知されたい。 

本 人 

特別児童扶養手当 (4 人世帯・年収 )  770 ， 7 万円 づ 据え置き 

そ の 他 (2 人世帯・年収 )  565.6 万円 づ 据え置き 

扶養義務者等 (6 人世帯・年収 ) 954.2 万円 づ 据え置き 

(3) 特別児童扶養手当事務取扱交付金について 

特別児童扶養手当事務取扱交付金については、 「特別児童扶養手当等の 支給に関 

する法律に基づき 都道府県及び 市町村に交付する 事務費に関する 政令 ( 昭和 4 0 年 

政令第 2 7 0 号 ) 」に基づき交付されているところであ るが、 平成 1 6 年度事業実 

続報告及び平成 1 7 年度当初交付申請に 係る都道府県と 市町村の事務費単価は 以下 

の額となるので、 了知されたい。 

1 5 左戸 圧麦 麦 1 6 年度 

  政令第 1 条第 1 号に規定する 額 2, 2 9 7 円 づ 2, 3 2 6 円 

  政令第 2 条に規定する 額 1 , 4 4 2 円 づ 1 , 4 5 8 円 

(4) 制度の適正な 運営等について 

特別児童扶養手当等の 制度については、 従来より適正な 運営をお願いしていると 

ころであ るが、 都道府県の認定事務等において、 以下のような 不適切な取り 扱いが 

見られた。 

  有期認定の際の 額改定事務において、 

①増額改定の 場合、 受給者が増額の 申請を行っていないにもかかわらず、 職権 

にて事務処理している 事例 

②減額改定又は 受給資格喪失の 場合、 減額改定日又は 受給資格喪失日を 診断書 
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の 診断 口 ではなく有期満了壱としている 事例 

  施設入所、 対象児童の死亡等に よ る資格喪失の 把握が適切に 行われておらず、 

過払いとなっている 事例 

  認定請求書の 受理から認定までの 期間が、 長期間 (2 ケ 月以上 ) に及んでいる 

事例 

立 """""   障害認定に当たって、 診断書の記載内容に 不備があ る場合や、 申請に係る障 告 

分野の専門医が 作成したものではない 診断書によって 認定が行われている 事例 

各都道府県においては、 制度の趣旨、 支給要件等について 十分理解のうえ、 適正 

な 制度運営を行 う とともに、 迅速な事務処理を 行 う よ う 努められたい。 

また、 管内市町村に 対しても、 適正な事務処理を 行 う よ う 周知登底力お 願いした 

レ 
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心身障害者扶養保険について 

心身障害者扶養保険制度については、 平成 7 年度に、 保険料の引き 上げ及び公 

費の投入などの 措置を講じた ( 第 3 次改正 ) ところであ る。 

心身障害者扶養保険制度の 財政状況については、 第 3 次改正以降も 厳しい状況 

にあ り、 また、 平成 1 7 年度が 5 年に一度の制度の 見直しの年にあ たることから、 

国としてもその 必要性も含めて 検討が必要と 考えている。 
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特定障害者に 対する特別障害給付金の 支給に関する 法律について 

「特定障害者に 対する特別障害給付金の 支給に関する 法律」に関しては、 昨年 

1 2 月 1 0 日に公布され、 平成 1 7 年 4 月 1 日より施行されることとされている。 

本法律に関する 手続きの詳細等については、 現在、 鋭意検討を進めており、 追っ 

て 政省令等を整備することとしている。 

既に昨年 1 2 月 20 日付で、 貴 都道府県に対し、 厚生労働省社会・ 援護局障害 

保健福祉部企画課、 厚生労働省年金局年金課、 社会保険庁運営部年金保険課の 連 

率 に よ る事務連絡 ( 別除 1) にてご協力をお 願いするとともに、 同日付社会保険 

庁 運営部年金保険課の 事務連絡にて 同様の内容につき 各社会保険事務局長 宛お知 

らせしたところであ る。 改めて本法律について、 その内容にっき 御 了知いただく 

とともに、 実施に当たっては 社会保険事務局・ 市区町村とも 連携して本法律の 内 

容の周知広報に 努められ、 遺漏のないよう 取り扱われたい。 

また、 本法律の実施に 当たっては、 特別障害給付金の 内容や請求手続き 等を記 

裁 した広報用の 資料 ( 川添 2) を作成したところであ り、 先般、 貴都道府県・ 市 

区 町村・社会保険事務局・ 関係団体へ配布したところであ る。 これらを有効に 活 

片 され、 国民の皆様への 周知登底を図るよ う お願いする。 

た れまでの経緯 ) 

  第 1 5 9 回通常国会において、 平成 1 6 年 6 月 1 0 日、 自民党・公明党が「 特 

定 障害者に対する 特別障害給付金の 支給に関する 法律案」を提出。 

  平成 1 6 年 1 2 月 3 日、 「特定障害者に 対する特別障害給付金の 支給に関する 

法律」成立。 Ⅰ 2 月 1 0 日公布。 
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特定障害者に 対する特別障害給付金の 支給に関する 法律概要 

第 1  目的 

国民年金制度の 発展過程において 生じた特別な 事情にかんがみ、 障害 

基礎年金等の 受給権 を有していない 障害者に特別障害給付金 ( 以下「給 
付金」という。 ) を支給することにより、 その福祉の増進を 図ることを 
目的とすること。 

第 2  概要 
Ⅰ 対象者 ( 特定障害者 ) 

次のいずれかに 該当する者であ って、 国民年金法による 障害基礎 年 
金 等を受ける権 利を有していないもの 
Ⅲ 昭和 6 1 年 3 月 3 1 日 以前に初診 日 があ り、 その当時被用者 年 

金吾法の被保険者等の 配偶者であ り、 かっ、 国民年金法の 任意加 
入 被保険者でなかった 者であ って、 その傷病により 現に国民年金 
の障害等級に 該当する程度の 障害の状態にあ るもの 

・当該初診 日 以前に初診 日 のあ る別の障害を 併合して障害等級に 
該当する程度の 障害の状態にあ るものを含む。 
  6 5 歳に達する日の 前日までにおいて 障害等級に該当する 程度 
の障害の状態に 至ったものに 限る。 

・ (2) において同じ。 

(2)  平成 3 年 3 月 3 1 日以前に初診 日 があ り、 その当時学生又は 生 

徒であ り、 かつ、 国民年金法の 任意加入被保険者でなかった 者で 一 
あ って、 その傷病により 現に障害等級に 該当する程度の 障害の状 
態にあ るもの 

2  支給要件 
特定障害者が 次のいずれかに 該当するとき ( ㎝及び㈹に該当する 

場合にあ っては、 厚生労働省令に 定める場合に 限る。 ) は 、 給付金の支 
給を行わない。 
Ⅲ 日本国内に住所を 有しないとき。 
㈹ 監獄、 労役場その他これらに 準ずる施設に 拘禁されているとき。 
㈹ 少年院その他これに 準ずる施設に 収容されているとき。 
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3  給付金の額 
Ⅲ 給付金は、 月を単位として 支給するものとし・その 額は、 1 月 

にっき、 
・障害の程度が 1 級に該当する 場合は 、 5 万円 

・障害の程度が 2 級に該当する 場合は、 4 万円 

とする。 
(2) 給付金については、 消費者物価指数による 物価スライドを 行 う 。 

4  認定 

Ⅲ 特定障害者は・ 給付金の支給を 受けようとするときほ、 その 受 

給資格及び給付金の 額について、 6 5 歳に達する日の 前日までに 
社会保険庁長官の 認定を受けなければならない。 

(2)  ㈲の申請は、 当該申請をする 者の住所地の 市町村長 ( 特別 E の 

区長を含む。 以下同じ。 ) を 経由して行わなければならない。 

5  支給期間及 び 支払期月 

Ⅲ 給付金の支給は 、 4 の認定の請求をした 日の属する月の 翌月か 
ら始め、 給付金の支給をすべき 事由が消滅した 日の属する月で 終 

わる。 
Ⅰ 2)  給付金は、 毎年 2 月、 4 月、 6 月、 8 月、 1 0 月及び 1 2 月の 

6 期に，それぞれの 前月までの分を 支払う。 

6  支給の制限 
所得に着目した 支給制限を行 う 。 

7  支給の調整 

給付金は、 特定障害者が 国民年金法による 老齢基礎年金等を 受ける 

ことができるときは、 その額の全部 スは 一部を支給しない。 

8  不服申立て 
社会保険庁長官のした 給付金に関する 処分は，国民年金法に 基づく 

処分とみなして、 社会保険審査官及び 社会保険審査会法の 規定を適用 

する。 

9  国民年金保険料の 免除に関する 特例 
給付金の支給を 受けている者について、 申請免除の特例措置を 講じ 

る 
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  ]0 費用の負担 

給付金の支給に 要する費用は、 その全額を国が 負担する。 

Ⅱ 事務費の交付 

国は、 市町村 ( 特別 E を含む。 ) に対し、 事務の処理に 必要な費用 
を 交付する。 

]2 時効等 
Ⅲ 給付金の支給を 受ける権 利は、 5 年を経過したときは、 時効に 

よって消滅する。 
(2)  給付金を受ける 権 利 は、 譲り渡し、 担保に供し、 又は差し押さ 

えることはできない。 

㈹ 租税その他の 公課は、 給付金として 支給を受けた 金銭を標準と 
して、 課することができない。 

は 施行期日 
この法律は、 平成 1 7 年 4 月 1 日から施行する。 

14 経過措置 
施行日時点において 既に 6 5 歳に達している 特定障害者について 

ほ、 施行日から 5 年以内に限り、 4 Ⅲにかかわらず、 認定の請求がで 
きる。 

15 検討 
日本国籍を有してれなかったため 障害基礎年金の 受給権 を有してい 

な い 障害者その他の 障害を支給事由とする 年金たる給付を 受けられな 
い特定障害者以外の 障害者に対する 福祉的措置については、 国民年金 
制度の発展過程において 生じた特別な 事情を踏まえ、 障害者の福祉に 
関する施策との 整合性等に十分留意しつつ、 今後検討が加えられ、 必 
要があ ると認められるときは、 その結果に基づいて 所要の措置が 講ぜ 
られるものとする。 ・ ( 附則第 2 条 ) 
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0
 知的障害児 ( 者 ) 基礎調査の実施について 

障害者の生活を 支援し、 自立と社会参加を 促進することは、 今後の障害福祉行政の 

重要な課題であ り、 これを実現し、 知的障害児 ( 者 ) 福祉施策の一層の 推進を図るた 

めには、 知的障害児 ( 者 ) の生活の実情とニーズを 正しく把握する 必要があ る。 

本調査は、 これまで、 おおむね 5 年ごとに実施 ( 前回調査は、 平成 1 2 年度に実施 ) 

していることから、 平成 1 7 年度に調査を 実施することとしている。 

調査の詳細については、 現在、 検討しているところであ るが、 調査の時期は、 平成 

1 7 年 9 月 t 日現在とし、 調査の客体は、 平成 1 2 年国勢調査により 設定された調査 

区から 1 5 0 分の 1 の割合で無作為抽出された 地区内の知的障害児 ( 者 ) とすること 

を予定している。 

調査は、 都道府県、 指定都市政 ぴ 中核市が、 福祉事務所の 協力を得て調査員を 選定 

して実施することとしているので、 よろしくお取り 計らい願いたい。 なお、 調査を実 

施するに当たり 必要な経費については、 委託費として 交付することとしている。 

おって、 詳細が決まり 次第、 実施方法について 説明したいと 考えているので、 調査 

の 円滑な実施について、 御協力を御願 い する。 
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国立更生援護施設等の 運営について 

国立更生援護施設は、 身体障害者のリハビリテーションに 関する施策の 推進と身体障 

害者の自立更生を 推進するため、 医療から職能訓練までの 総合的リハビリテーションを 

実施し、 また、 重度の知的障害児を 保護指導し、 障害者福祉に 関する技術的調査研究や 

実践に取り組み、 その成果を全国の 関係施設等に 普及させることを 目的として設置・ 運 

営 されている。 

各都道府県・ 指定都市・中核市におかれては、 管内の障害者 ( 月 ) のリハビリテー 

ションの需要等に 応えるため、 これら国立施設の 訓練内容、 処遇技術、 情報提供、 人材 

育成等の機能を 有効に活用されるよ う お願いする。 

なお、 国立更生援護施設の 概要については、 回のとおりであ る。 

(1) 国立身体障害者リハビリテーシヨンセンタ 一 

国立身体障害者リハビリテーションセンターは 、 我が国の身体障害者の 中核的 リ 

ハビリテーション 施設として、 

① 総合的リハビリテーションの 実施 

② リハビリテーション 技術の研究と 開発 

③ リハビリテーション 関係専門職員の 養成・研修の 実施 

④ リハビリテーションに 関する情報の 収集と提供 

⑤ リハビリテーションに 関する国際協力 

等を行っている。 

特に、 平成 1 7 年度においては、 次の事業について 重点的に取り 組むこととして 

いるので、 各都道府県・ 指定都市・中核市におかれては、 当事業へのご 理解とご 協 

カ方 よろしくお願いしたい。 

ァ 高次脳機能障害支援モデル 事業 

高次脳機能障害 ( 頭部外傷などの 後遺症による 記憶、 判断、 認知等の機能 障 

害 ) を 有する者に対する 具体的な支援方策を 検討するため、 平成 1 3 年度から 国 
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立身体障害者リハビリテ ）ションセンターが 中心となって 地方支援拠点機関等と 

連携し「高次脳機能障害支援モデル 事業」に取り 組んでいる。 

平成 1 6 年 3 月には、 平成 1 5 年度までの 3 か 年における症例の 集積と分析を 

通じ、 標準的な「診断基準」、 「訓練プロバラム」及び「支援プロバラム」を 作 

成し、 「高次脳機能障害支援モデル 事業報告書」をまとめた。 

また、 平成 1 5 年度から、 高次脳機能障害に 対する正しい 理解とモデル 事業の 

成果を広く普及するため、 行政担当者、 医師、 施設職員等を 対象とする研修事業 

を実施しているところであ る。 

平成 1 7 年度においては、 前年度に引き 続き、 作成されたプロバラムを 活用し 

て、 地方支援拠点機関に 配置された支援コーデイネータ 一による関係機関からの 

当事者や家族等の 相談に対する 助言や、 支援計画の策定などサービスの 試行的提 

供を実施するとともに、 関係機関と連携して 全国に普及可能な 支援体制の確立に 

r @t@m-s　”　´ ， ・ rv@[5523> 

イ リハビリテーション 専門職員の育成強化 

国立身体障害者リハビリテーションセンター 学院では、 リハビリテーションに 

関する専門職員の 養成及び研修に 取り組んでいる。 平成 1 5 年度には、 養成課程 

において、 手話通訳学科 (2 年課程 ) の入学定員の 増 (1 5 人づ 3 0 人 ) を図っ 

たところであ る。 

また、 「身体障害者補助大法」が 平成 1 5 年 1 0 月に完全施行され、 従来にも 

まして良質な 補助犬を育成し 実働数を増やしていくことが 重要となったことから、 

トレーナ一の 質を高める必要性が 生じている。 このため、 平成丁 5 年度より介助 

犬 トレーナ一の 研修を実施しているところであ り、 さらに平成 1 6 年度より聴導 

犬トレーナ一についても 研修を実施しているところであ る。 

平成 1 7 年度においても 引き続き取り 組むこととしているので、 各都道府県・ 

指定都市・中核市におかれては、 研修への参加、 当該事業の積極的な 活用にっ い 

てご配慮 方 お願いしたい。 
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(2) 国立視力障害センター ( 国立光明察 ) 

国立視力障害センター ( 国立函館視力障害センター、 国立塩原視力障害センター、 

国立神戸視力障害センター、 国立福岡視力障害センタ 一 ) は、 人生の途中で 失明さ 

れた視覚障害者の 自立と社会参加を 促進するため、 ①あ ん 摩 マッサージ指圧 師 、 は 

り 師、 きゅう師を養成する 理療教育、 ②基礎的な日常生活動作等を 修得させる生活 

訓練を実施しているところであ る。 

平成 1 7 年度においても、 あ ん 摩 マッサージ指圧 師 、 はり師、 きゅう師の国家資 

格 取得のため、 より一層、 理療教育の充実に 取り組むこととしているので、 視覚障 

害者のリハビリテーション 施設として積極的に 活用され、 中途失明者等の 視覚障害 

者の自立と社会参加への 支援に努められたい。 

(3) 国立重度障害者センター ( 国立保養所 ) 

国立重度障害者センター ( 国立伊東重度障害者センター、 国立別府重度障害者 セ 

ンタ一 ) は、 重度の身体障害者の 自立と社会参加を 促進するため、 医学的管理の 下 

に各種リハビリテーションを 実施しているところであ る。 

また、 重度身体障害者の 更生援護施設のモデル 施設として、 特に脊髄 ( 頸髄 ) 損 

傷者を中心とした 医学的リハビリテーション 及び職能訓練等に 重点的に取り 組むほ 

か 、 これら重度障害者の 居宅生活を支援するための 住宅改造に関する 支援や専門職 

員 等に対する実習・ 研修施設として 重点的に機能しているところであ る。 

各都道府県・ 指定都市・中核市におかれては、 これらの機能を 有効に活用される 

よ う 管内市町村、 関係施設等に 対し周知 方 お願いする。 

(4) 国立知的障害児施設 ( 国立秩父学園 ) 

国立知的障害児施設は 、 ①知的障害の 程度の著しい 児童又は視覚等に 障害のあ る 

知的障害児を 入所させての 保護・指導、 ②自閉症等の 特有の発達障害を 有する在宅 

の児童に対する「覚来診療」及び「通園療育指導事業」、 ③知的障害児の 保護指導 

業務に従事する 専門職員の養成・ 研修を実施している。 
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特に、 自閉症等への 取り組みとして、 

① 全国の知的障害児施設等に 附置される「自閉症・ 発達障害支援センター」の 

職員に対する 療育技術に関する 研修事業 

② 療育援助に関する 情報の普及と 障害への理解を 深めることを 目的として保護 

者を対象に行 う 「自閉症子育て 支援セミナー」 

ほ ついて、 重点的に取り 組んでいる。 

平成 1 5 年度からは、 自閉症・発達障害支援センター 相互間の情報交換 や 、 各都 

道府県・指定都市へ 自閉症・発達障害支援センタ 一職員研修会の 概要を情報提供し、 

意見交換、 研究討議を行 う ためのネットワークづくりを 回のとおり行って い 

るところであ る。 

また、 発達障害全体の 支援としては、 包括的な支援体制の 構築等を図るため、 

「発達障害者支援法」が 平成 1 6 年 1 2 月に成立し、 平成 1 7 年 4 月 1 日より施行 

されることとなった。 これに伴い、 国立知的障害児施設においては、 従来の研修に 

加え、 平成 1 7 年度から新たに 都道府県・指定都市における 発達障害分野の 指導者 

となる行政担当者及び 保健 師 、 保育士等の現任者に 対して、 年 2 回研修を実施する 

こととしている。 

各都道府県・ 指定都市・中核市におかれては、 これら事業への 積極的な参加につ 

い て関係者等に 対する周知友お 願いする。 

(5) 全国身体障害者総合福祉センター 月 山サンライズ ) 

全国身体障害者総合福祉センター 月山サンライズ ) は、 昭和 5 5 年 8 月に、 掴 

際 障害者 年 」の記俳事業として、 閣議決定により 国が設置した 身体障害者福祉セン 

タ 一であ り、 身体障害者の 自立更生と福祉の 増進を図ることを 目的として、 各種の 

生活相談、 障害者施策等に 関わる職員の 研修、 情報提供、 啓発事業等を 行っている。 

このうち相談事業は 、 

① 身体障害者福祉にかかる 生活、 就職、 法律、 補装具等に関する 相談 

② 障害年金受給者等に 対する年金相談 
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であ り、 来 所による相談をはじめ、 電話、 文書、 電子メール等による 相談にも応じ 

ている。 

研修事業では、 

① 身体障害者福祉センタ 一職員 ( 初任者・現任者 ) 等の研修 

② 障害者福祉レクリエーション 指導者研修 

等であ り、 全国の身体障害者福祉センタ 一職員等を対象に、 職務上必要な 知識、 技 

術 等を習得させることを 目的として実施している。 

また、 障害者福祉の 動向や障害者に 関する様々な 情報を提供する 情報誌として 

「月山サンライズ」を 発行している。 

各都道府県・ 指定都市・中核市におかれては、 管内の障害者福祉の 推進、 身体障 

害 者福祉センタ 一職員の質白 9 向上等を図るため、 これら事業を 有効に活用されるよ 

5 管内市町村、 関係施設、 団体等への周知力お 願いする。 

なお、 全国身体障害者総合福祉センターは、 障害者の利用に 配慮した研修室・ 会 

議室、 宿泊 室 、 体育館等を備え、 障害者関係団体が 行 う 研修、 障害者の宿泊等に 優 

先 的に利用頂けるよ う 配意しているところであ り、 関係者への周知についてご 配慮 

をお願いしたい。 

[ 施設の概要 ] 

宿泊 室 下口重 8  室、 洋室シンク。 ル 8  室、 ツインⅠ 7  室 

研修室・会議室 計 8 室 (10 名から 240 名 ( イス席の場合 350 名 ) 程度 ) 

その他 体育館、 食堂、 理美容室、 大型リフトバス 2 台 等 

[ 連絡先 ] 全国身体障害者総合福祉センター ( 万由サンライズ ) 

〒 162-0052  東京都新宿区円山 1-22-1 

TEL  03 一 3204 一 361l  FAX  03 一 3232 一 3621 

E 一 ma エ l 毛 oyamaomub.b エ gl0be.ne.jp 

URL http://ww ・ normanet ・ ne ・ ， htro 
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(6) 専門職員の研修について 

ア 身体障害者リハビリテーション 関係専門職員 

身体障害者に 対して有効なリハビリテーションを 実施するためには、 広範な 

領域にわたる 福祉関係専門職員が 互いに連携して 取り組むことが 重要であ り、 

利用者本位の 福祉サービスの 提供が求められることから、 身体障害者に 関する 

専門職員の資質の 向上を図ることが 身体障害者福祉の 増進に極めて 重要であ る。 

このため、 国立身体障害者リハビリテーションセンター 学院及び全国身体障 

言 者総合福祉センター ( 声山サンライズ ) においては、 身体障害者リハビリテ 

ーション関係専門職員の 研修事業を実施しているところであ り、 各都道府県・ 

指定都市・中核市におかれてほ、 これらの研修事業を 積極的に活用する よう お 

願いする。 

① 国立身体障害者リハ ピ リテーシヨンセンター 学院における 研修 

国立身体障害者リハビリテーションセンター 学院は、 国家資格であ る義肢 

装具士や言語聴覚士の 養成をはじめ、 身体障害者のリハビリテーションに 従 

事 する専門職員の 研修を囲のとおり 実施することとしているので、 市 

町村等関係機関、 施設等に対する 周知友 ぴ 職員の積極的派遣について 助言 方 

よろしくお願いしたい。 

② 全国身体障害者総合福祉センター ( 月山サンライズ ) における研修 

全国身体障害者総合福祉センタ 一においては、 国の委託事業として 身体障 

害 者福祉関係職員の 研修を回のとおり 実施することとしているので、 

市町村等関係機関、 各施設等への 周知及び職員の 積極的派遣について 助言 方 

よろしくお願いしたい。 

イ 知的障害児 ( 者 ) 関係専門職員 

知的障害児 ( 者 ) の高齢化や障害の 重複化、 さらには自閉症等の 特有の発達 

障害を有する 障害児 ( 者 ) に対する取組の 強化等に伴い、 これらに関連する 案 

務 に従事する専門職員の 資質向上を図ることは 重要な課題であ る。 

このため、 国立秩父学園附属保護指導職員養成所において、 知的障害関係 福 
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祉 施設等で保護指導の 業務に従事する 職員の資質向上を 図るための研修を 

囲 のとおり実施することとしているので、 市町村等関係機関、 各施設等 

への周知及び 積極的派遣について 助言 方 よろしくお願いしたい。 

(7) 国立身体障害者更生援護施設への 入所手続き等について 

平成 1 2 年 6 月の社会福祉法の 制定により、 国立身体障害者更生援護施設 ( 以下、 

「国立施設」という。 ) についても、 平成 1 5 年 4 月より利用契約制度が 導入され 

たところであ る。 

また、 平成 1 2 年 6 月の身体障害者福祉法 ( 以下、 「身障法」という。 ) 一部 改 

正 及 び 平成 1 4 年 6 月の身障法施行規則一部改正により、 新たに国立施設への 入所 

の申込みについて 規定され、 入所申込みを 行 う ことができる 身体障害者の 基準の告 

示 及 び 入所手続き等の 取扱いに関する 通知を発出しているところであ る。 

各都道府県・ 指定都市・中核市におかれては、 国立施設への 入所の手続き 等が 円 

清 に行われるよう、 管内市町村への 周知についてお 願いするとともに、 国立施設へ 

入所の申込みを 行う身体障害者に 対する支援等についても、 ご指導 ご 協力 方 お願い 

したい。 

なお、 国立施設については、 身障法第 3 6 条の 2 に基づき、 身体障害者の 入所後 

に 要する費用を 国が支弁するものであ り、 都道府県・市町村の 支弁はないものであ 

る。 

ア 国立施設への 入所手続き 

① 国立施設への 入所手続きは、 身障法 第 t 7 条の 3 2 第 1 項から同条第 6 項、 

身障法施行規則第 1 2 条の 1 から第 1 2 条の 4 に規定され、 国立施設の入所 基 

準は、 「国立施設へ 入所の申込みを 行うことができる 身体障害者の 基準」 

( 平成 i 4 年 7 月 3 0 日厚生労働省告示第 2 5 8 号 ) により規定されている。 

② 国立施設への 入所手続き等に 必要な書類については、 「身体障害者福祉法第 

1 7 条の 3 2 第 1 項に規定される 国の設置する 身体障害者更生施設等への 入所 

の 取扱い等について」 ( 平成 1 5 年 1 月 9 日 社援登 第 0 1 0 9 0 0 7 号厚生男 
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働省 社会・援護局長通知 ) にとり、 「国立施設入所に 関する意見書交付申請 

書 J 、 「国立施設入所に 関する意見書」及び「国立施設入所申請書」の 様式を 

示している。 また、 入所に係る留意事項については、 「身体障害者福祉法 

第 1 7 条の 3 2 第 1 項に規定される 国の設置する 身体障害者更生施設等への 入 

所に係る留意事項について」 く 平成 1 5 年 3 月 2 8 日 障 金策 0 3 2 80 0 1 号 

障害保健福祉部企画課長通知 ) において示している。 

③ 国立施設は、 入所の承諾を 行った身体障害者に 対し、 サービスの提供内容等 

ほ ついて説明を 行い、 同意を得た上で 契約を取り交わし、 その契約は書面によ 

り 行うっ 

④ 国立施設への 入所を希望する 身体障害者に 関する手続きの 流れは下図に 示す 

ところであ るので、 こうした入所手続き 等が円滑に進むよう、 管内市町村に 対 

しご指導方よろしくお 願いしたい。 

  
・ -- [ 国立施設の入所手続きの 流れ ]                                                                                 
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イ その他 

① 意見書 は ついて 

身障法 弟 T 7 条の 3 2 第 3 項に規定されている 市町村による 意見書の作成に 

当たっては、 国立施設と緊密な 連携を図るとともに、 特に医学的、 心理学的 及 

び 職能的判定を 必要とする場合に 身体障害者更生相談所に 判定を求めるなどの 

ご指導方お願いしたい。 

② 利用料 は ついて 

身障法第 1 7 条の 3 2 第 4 項及び第 5 項に規定されている 利用料は、 国立 施 

設の長が人所の 承諾を行った 身体障害者の 申告により、 厚生労働大臣が 定める 

基準に基づき、 当該身体障害者及び 扶養義務者の 負担能力に応じて 当該国立 施 

設 においてその 額を決定することとなっているので、 管内市町村に 対し、 当該 

申告に係る手続き 等に関してご 周知願いたい。 

( 利用料額決定の 流れ ) 

⑦ 国立施設の長は 入所の承諾を 行った身体障害者 ( 以下、 「入所者」と 

い う 。 ) の 申告に基づき、 厚生労働大臣の 定める基準により 利用料を算 

定する。 

① 国立施設における 利用料の額の 決定に係る挙証資料は、 入所の承諾を 

受けた身体障害者に 対し、 当該国立施設の 長が提出を求める。 

⑦ 国立施設において 決定した利用料の 額は、 入所者及 び 市町村に対し、 

当該国立施設の 長が書面により 通知する。 

③ 国立施設の入所手続き 等の見直しについて 

今国会に提出している 障害者自立支援法案において、 国立施設の入所 

手続き・利用者負担等についても 見直しを行 う こととしている。 その詳細 

ほ ついては追ってお 知らせする。 

一 30 一 



く 企画課社会参加推進室 ノ 



Ⅰ 障害者自立支援，社会参加総合推進事業について 

平成 1 6 年度より、 これまでの社会参加促進関係事業に 訪問入浴サービス、 更生訓 

練 費 ・施設入所者就職支度金の 給付等を内容とする 自立支援等推進事業を 加えて統合 

・メニュー化を 図り、 障害者の社会参加と 自立支援を一体的に 推進することとしたと 

ころであ るが、 平成 1 7 年度は本年度よりも 厳しい財政事情にあ ることから、 各地域 

内の障害者の 実情を十分に 把握した上で、 障害者 I T 総合推進事業や 盲ろ う者 向け通 

訳，介助員派遣事業をはじめとする 各種事業を重点的かっ 効率的・効果的に 取り組ん 

でいただくよ う お願いしたい。 

障害者自立支援・ 社会参加総合推進事業は、 基本的に障害者自立支援法 ( 案 ) に規 

定する地域生活支援事業に 再編されることとなるが、 同法 ( 案 ) 第 2 条並びに第 7 7 

条及び第 7 8 条において、 地域生活支援事業は、 原則として市町村が 行い、 都道府県 

がこれをバックアップすることが 明記されている。 したがって、 これまでの都道府県 

・市町村の担 う 役割が大きく 変化し、 特に市町村においては、 これまで都道府県が 実 

施してきた事業を 担当する機会が 増え、 事務の移行に 伴 う 新たな事業実施体制の 整備 

が 必要となることが 予想いれる。 厚生労働省としては、 平成 1 7 年度の障害者自立支 

援・社会参加総合推進事業の 執行状況を踏まえて、 新しい実施体制への 移行のための 

準備を進めていくこととしており、 全国的な視点から 各地域の先進的な 取組事例等の 

情報収集及びその 提供を行って い くこととしている。 各都道府県におかれても、 管内 

市町村の障害者社会参加促進事業の 取組状況について 十分な把握に 努められ、 市町村 

における社会参加促進事業のより 一層の推進が 図られるよう、 管内市町村との 連絡を 

密にし、 担当者の連絡会議の 開催や事業実施にかかる 技術的支援などに 関し、 ご 配慮 

をお願いする。 

(1)  障害者 1 下総合推進事業 

障害者の情報通信技術の 利用機会や活用能力の 格差是正を図るために、 平成 

ハし ⅠⅠ 年度から、 I T に関する情報提供等を 行 う 総合的なサービス 拠点として「 障 

書音 I T サポートセンター」を 活用し、 パソコン教室の 開催などを内容とする 
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「パソコン利用促進事業」を 実施し、 I T 関連施策を総合的かつ 一体的に推進す 

る「障害者 I T 総合推進事業」として 実施したところであ る。 I T の 利 活用が障 

害 者の就労能力を 引き出し、 自立と社会参加を 促す効果が期待できることから、 

さらに積極的な 取組をお願いする。 

(2) 盲 ろう者向け通訳・ 介助員派遣事業 

盲 ろ う 者に対する施策として、 平成 1 2 年度より通訳・ 介助員の派遣等を 行 う 

事業を実施してきたところであ るが、 未だすべての 都道府県・・ 指定都市において 

実施されるに 至っていない 実態にあ る。 

また一部地域においては、 社会福祉法人全国 盲 ろ う 音協会により 「コミュニケ 

ーション支援等調査・ 研究事業」として 先駆的に実施されているところでもあ る 

が 、 当該事業は、 調査・研究事業として 期間を限定して 実施 ( 平成 1 7 年度が最 

終年度の予定 ) されているものであ るので、 朱 実施の都道府県・ 指定都市におい 

ては、 本事業の直接実施に 向けて早急に 検討されるよ う お願いする。 

(3)  手話通訳関係事業 

手話通訳関係事業については、 従前よりご尽力いただいているところであ るが、 

聴覚障害者等への 的確な情報提供の 観点から、 手話通訳の養成及び 派遣事業につ 

いて、 一層の積極的な 取組をお願いする。 

また、 手話通訳設置事業については、 聴覚障害者等のコミュニケーションの 円 

滑 化を図るため、 手話通訳を行 う 者を都道府県本庁及び 福祉事務所等公的機関に 

設置することとされているものであ るが、 未設置の都道府県・ 指定都市におかれ 

ては、 その設置の促進について 一層の配慮をお 願いする。 

なお、 市町村障害者社会参加促進事業における 手話通訳設置事業についても 同 

様であ るので、 管内市町村に 対し、 助言指導をお 願いする。 

(4)  バリアフリ一のまちづくり 活動事業 

バリアフリ一のまちづくり 活動事業のうち、 障害者等生活環境基盤整備事業 
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( ハード事業 ) は、 本年度も社会福祉施設整備費で 対応する予定であ るが、 採択 

方針等については、 おってご連絡する 予定であ る。 

(5)  身体障害者補助犬の 普及について 

ア 身体障害者補助犬の 普及のためには、 身体障害者補助六法の 趣旨、 補助 大 の 

役割等についての 十分な周知が 必要であ る。 

各都道府県等におかれては、 従来よりポスター、 パンフレット 等の配布によ 

り、 施設利用の円滑化等に 関する広報・ 啓発等についてのご 協力をいただいて 

いるところであ るが、 補助六普及の 環境整備のため 一層の取り組みをお 願いし 

たい。 

イ また、 社会福祉事業としての 訓練事業や受け 入れに関する 相談・苦情が 寄せ 

られた場合は 、 法の趣旨等についてきめ 細かな説明を 行い十分な理解を 得ると 

ともに、 必要に応じ社会福祉法に 基づく福祉サービスに 関する苦情解決制度の 

活用や監査の 実施等により 適切な対応をお 願いする。 

ウ さらに、 良質な補助六がこれを 必要とし、 かっ犬の管理が 適切にできる 身体 

障害者に貸与されるよ う 「障害者自立支援・ 社会参加総合推進事業」を 活用し 

た補助犬の育成に 積極的に取り 組むようお願いする。 当該事業による 育成委託 

先は 、 社会福祉法人、 民法第 3 4 条に基づく公益法人又は 特定非営利活動法人 

としているところであ るのでご了知願いたい。 

ェ なお、 身体障害者補助六法 は ついては、 平成 1 4 年 1 0 月に施行され、 本年 

1 0 月には施行後 3 年が経過することから、 法律の附則により、 施行の状況に 

ついて検討が 加えられ、 その結果に基づき 必要な措置が 講ぜられることとされ 

ている。 このため、 今後、 必要な情報の 把握等を行 う ことを予定しているので 

ご 協力をお願いする。 
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(6)  障害者スポーツ・ 文化芸術活動の 推進 

ア 障害者スポーツの 推進 

近年、 障害者スポーツは、 地域の中で確実に 普及し、 平成 1 6 年度に開催され 

た アテネパラリンピックやメルボルンデフリンピック、 スペシヤルオリンピック 

ス 冬季世界大会などの 国際大会に代表される 様々な競技大会により、 広く国民の 

関心を集めるものとなってきている。 

今後は、 こうした大会の 成果を十分に 生かしつつ、 スポーツが障害者の 生活を 

より豊かにするという 視点に立って、 日常生活の中で 楽しむスポーツ、 競技する 

スポーツの各々の 面から、 障害者スポーツの 充実、 発展に努める 必要があ る。 

各都道府県等におかれても、 上記の状況を 踏まえ、 財団法人日本障害者スポー 

、 ソ 協会が中心となって 進めている競技選手の 育成強化、 指導員の養成等の 諸事業 

や 各地域の障害者スポーツ 関係団体との 十分な連携を 図り、 障害者スポーツの 一 

層の推進をお 願いする。 

( ア ) スペシヤルオリンピックス 冬季世界大会の 開催 

本年   月       から 3 月 5 日まで長野県において 開催された、 2 0 0 5 年 ス 

ペシャルオリンピックス 冬季世界大会は、 各都道府県等をはじめとする 関係機 

関のご支援をいただいて、 成功裏 に終了したところであ る。 

本大会に参加したアスリートたちが 個々の目標と 可能，睦に向かって 懸命に取 

り組む姿は 、 多くの国民に 希望と感動を 与え、 障害に対する 理解を深めたとこ 

ろであ り、 今後とも、 知的障害者のスポーツの 充実にご尽力をお 願いする。 

( イ ) 障害者スポーツ 指導員の確保等 

地域における 障害者スポーツ 推進という観点からは、 障害者の身近なところ 

で 指導を行 う 障害者スポーツ 指導員の確保が 不可欠であ る。 各都道府県・ 指定 

都市におかれては、 従来より初級及び 中級スポーツ 指導員の養成に 尽力いただ 

いているところであ るが、 「障害者自立支援・ 社会参加総合推進事業」により、 

一 34  一 



引き続きその 養成をお願いする。 

また、 都道府県・指定都市の 障害者スポーツ 協会は、 地域における 障害者 ス 

ポーツ推進の 中心的な役割を 担 う ものであ るので、 今後ともその 組織づくりや 

充実に特段のご 配慮をお願いする。 

併せて、 一般のスポーツ 大会への障害者の 参加促進に向けた 関係部局との 連 

携など、 障害者がスポーツに 取り組む環境の 一層の向上についてもご 配慮をお 

願 かする。 

(9) 障害者スポーツ 大会の開催 

平成 1 7 年度の全国障害者スポーツ 大会が岡山県において 開催される予定で 

あ るので、 各都道府県・ 指定都市におかれては、 選手団の派遣等についてご 配 

慮をお願いする。 

当該大会における 各都道府県・ 指定都市の個人競技参加 枠 割当数は、 別紙の 

とおりであ る。 

また、 選手団の参加申込期限は、 「晴れの国おかやま 国体・輝いて ! おかや 

ま大会」実行委員会事務局 宛 ・平成 1 7 年 6 月 3 0 日 ( 木 ) 必着とするので、 競 

技 運営計画や宿泊・ 輸送計画の円滑な 策定に支障を 来さないよう、 期限の厳守 

についてよろしくお 願いする。 

なお、 全国障害者スポーツ 大会は、 従前の身体障害者と 知的障害者の 全国ス 

ポーツ大会を 統合し、 平成 1 3 年度から開催しているものであ るが、 障害者全 

休め スポーツの推進という 観点から、 大会実施競技のあ り方について、 さらに 

検討を行っていくこととしている。 

0  第 5 回全国障害者スポーツ 大会 ( 「輝いて ! おかやま大会」 ) 

開催期間 : 平成 1 7 年 1 1 月 5 日 ( 土 ) ～ 7 日 ( 月 ) 

開催地 : 岡山県 岡山市、 倉敷市、 総社 市 、 赤盤面 

主 催 : 厚生労働省、 ( 財 ) 日本障害者スポーツ 協会、 岡山県 他 
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O 2 0 0 6 年トリノ冬季パラリンピック 競技大会 

開催期間 : 平成 1 8 年 3 月 1 0 日 ( 金 ) ～ 1 9 日 ( 日 ) 

開催地 : イタリア トリノ 

主 催 : 国際パラリンピック 委員会、 トリノ 2 0 0 6 組織委員会 

イ 文化芸術活動の 推進 

障害者の文化芸術活動への 参加を通じ、 自立と社会参加の 促進に寄与すること 

を 目的として、 平成 1 3 年度から「障害者芸術・ 文化祭開催事業」を 実施してい 

るところであ るが、 平成 1 7 年度については、 山形県のご協力をいただいて 開催 

することとしている。 詳細については、 平成 1 7 年度開催に係る 実施要綱が策定 

され次第 ご 連絡する予定であ るが、 その際に、 各種作品の募集等についてご 協力 

をお願いする 予定であ るのでご了知願 う とともに、 平成 1 8 年度以降の全国大会 

の開催について、 積極的なご検討をお 願いする。 

また、 障害者の文化芸術活動については、 「障害者自立支援・ 社会参加総合推 

進 事業」における 助成対象事業となっているので、 各都道府県等におかれても 積 

極的な取組をお 願いする。 
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2
 補装具給付事業及び 日常生活用具給付事業について 

(1) 厚生年金保険制度における 整形外科療養事業の 廃止に係る取扱い 

厚生年金保険制度においては、 厚生年金保険法第 7 9 条の規定に基づく 福祉施 

設 事業として、 厚生年金受給者等に 対して、 義肢、 装具、 車椅子及び補聴器等の 

支給・修理を 行 う 整形外科療養事業を 実施してきたところであ るが、 当該制度の 

厳しい財政状況等を 踏まえ、 今後、 年金保険料は 福祉施設の整備費及び 委託費に 

は投入しないとされたことから、 平成 1 6 年度限りで廃止されることとなる。 

このことから、 昨年の 1 0 月以降、 各社会保険事務所等において、 窓口相談業 

務やポスタ一の 掲示等を通じて 当該事業の廃止を 利用者に対しお 知らせするとと 

もに、 平成 1 7 年度以降は、 身体障害者福祉法に 基づく補装具給付制度を 利用い 

ただきたい旨の 周知が進められている。 

したがって、 当該事業が廃止されたとしても、 これまで給付を 受けてこられた 

方々が困ることのないようにしていくことが 大切であ るから、 厚生年金保険の 午 

金 受給者等であ って、 身体障害者手帳 を有する者については、 平成 1 7 年度以降、 

身体障害者福祉法に 基づく補装具給付制度の 対象者となり 得ることについて、 管 

肉市町村等へ 周知願うとともに、 今後の補装具給付制度の 円滑な運営について 御 

協力をお願いする。 

(2) 平成「 7 年度予算案における 改定事項について 

平成 1 7 年度予算案においては、 次の事項に係る 改定を予定しているので、 管 

肉市町村等に 対する周知等をお 願いする。 

なお、 詳細については、 改めて通知することとしている。 

ア 費用徴収基準の 見直し 

身体障害者に 係る補装具給付事業及び 日常生活用具給付等事業における 利用者 

からの費用徴収については、 これまで市町村民税非課税世帯からは 費用徴収をし 

ない取扱いとしてきたところであ るが、 既に市町村民税非課税世帯から 費用徴収 

を実施している 身体障害児補装具給付事業等、 他制度との均衡を 図る観点から、 
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平成 1 8 年 1 月より当該世帯に 属する対象者についても 費用徴収することとし、 

下表のように 費用徴収基準の 見直しを行 う 予定であ る。 

徴収基準額 表 ( 改正前 ) 

( Ⅰ台札 R 3 年 4 月Ⅰ自適用 ) 

区
分
 

層
 

階
 

帯
 

世
 額

 
準
 

基
 

算
 

加
 

 
 

抹
仁
 

 
 

療
 

 
 

徴収基準額 表 ( 改正後・ 案 ) 

( 平成 1 8 年 1 月 1 日適用 ) 

世帯階層区分 徴収基準額 加算基準額 

( 補装具交付・ 修理 ) 

A  生活保護法による 被保護世帯 0 円 0 円 

B  市町村民税非課税世帯 1, 100 220 

  

イ 遮光眼鏡の給付対象者の 拡大 

補装具給付制度における「遮光眼鏡」については、 網膜色素変性症の 者の差 明 

感 をやわらげることで 視力低下の進行を 遅らせる等に 有効であ るとして、 平成 2 

年度より補装具の 給付種目に取り 入れたところであ るが、 近年、 網膜色素変性症 

と 同様に、 「白子 症 」「先天 無 虹彩」「錐体かん 体 ジストロフィー」についても 有 

効であ るとされたことから、 これらの疾病の 者についても、 遮光眼鏡の給付対象 

とする予定であ る。 
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ウ 修理基準の見直し ( 消耗品の廃止 ) 

補装具給付制度の 修理基準に規定されている 補聴器用乾電池、 人工喉頭用電池 

及び歩行補助つえ 用 先 ゴムについては、 補装具の修理として 特別の技術を 要しな 

いこと、 また限られた 財源の有効活用を 図る必要があ ることを踏まえ、 平成 1 6 

年度限りで廃止する 予定であ る。 

エ ストマ用装具の 特例として 紙 おむつ等を支給する 場合の基準単価の 見直し 

補装具給付制度における 紙おむ っ 等の支給については、 これまでストマ 用装具 

の 特例と整理してきたことから、 ストマ 別 装具の基準額に 準じた額で給付の 基準 

額を設定してきたところであ るが、 実勢価格や自治体における 給付実績を踏まえ、 

次のとおりの 基準額とする 予定であ る。 

  

[ 現 行 ] 

0  排便機能障害者 

蕃使袋の基準額 (8,600 円 ) の範囲内 

0  排尿機能障害者 

蓄 尿袋の基準額 (11.300 円 ) の範囲内 

O
 

排便・排尿何れにも 機能障害があ る者 

内
 

囲
 

範
 

の
 

 
 

円
 

0
 

0
 

9
 

9
 

1
 

 
 額

 
十
 

-
 
一
 
-
 
-
 
Ⅱ
 

ム
口
 

た
 」 

し
 

出
 

算
 

々
 

各
  

 

  
[ 改正後 ] 

｜ Ⅰ 0  一律 12.000 円の範囲内 

(3) 日常生活用具給付等事業費の 執行について 

日常生活用具給付等事業費に 係る補助金の 交付決定については、 昨年度に引き 

続き省内予算の 流用等を行 う ことで、 可能な限り財源の 確保に努めてきたところ 

であ り、 所要見込 額 に対して約 9 割程度の財源確保ができる 見通しとなったので、 

特段のご理解とご 配慮を賜りたい。 
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また、 平成 1 7 年度においても 厳しい財政状況に 変わりがないことから、 基準 

単価の見直しに 努めるなど、 運用上の工夫を 図りたいと考えているので、 引き続 

き、 本事業の円滑な 運営にご協力をお 願いする。 

(4) 補装具給付制度等の 見直しについて 

昨年 1 0 月の「今後の 障害保健福祉施策について ( 改革のバランドデザイン 

案 ) 」において、 補装具給付制度及び 日常生活用具給付等事業の 見直しに関する 

基本的な考え 方を提示したところであ るが、 今般、 「補装具等の 見直しに関する 

検討委員会」を 設置し、 補装具及び日常生活用具の 給付範囲の見直し 等といっ 

た諸課題につき 検討を進めているところであ るので、 その 旨御 了知を願いたい。 

なお、 本 検討状況については、 厚生労働省ホームページを 通じて、 適宜、 議 

事 内容を情報提供する 予定であ る。 
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3
 聴覚障害者情報提供施設等の 整備について ( 地域介護・福祉空間整備等交付金 ) 

地域介護・福祉空間整備等交付金に 関する具体的内容については、 2 月 1 8 

日の全国高齢者保健福祉・ 介護保険関係主管課長会議にて 既にお示ししている 

ところであ るが、 障害関係施設の 整備を行 う 場合には、 都道府県においては 国 

の基本方針に 基づいて基盤整備を 行 う ための「施設生活環境改善計画」を 策定 

することとなるので、 関係部局等との 緊密な連携を 図り当該計画に 位置づけた 

ぅ えで、 効率的な施設の 設置に向けて 取り組むようお 願いする。 

( 別冊「地域介護・ 福祉空間整備等交付金について」参照 ) 

なお、 障害関係施設のうち、 特に聴覚障害者に 対する情報提供及びコミュニ 

ケーション支援体制の 一層の充実については、 日常生活における 必要性に加え 

て、 自然災害等緊急時の 対応の観点から、 喫緊の課題として 挙げられてきたと 

ころであ る。 

したがって 、 未だ聴覚障害者情報提供施設が 設置されていない 道府県にあ っ 

ては、 「障害者基本計画」において、 聴覚障害者情報提供施設の 整備を全都道府 

県において整備促進することとされている 点にご留意の うえ 、 施設生活環境 改 

善計画を策定されたい。 
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4  国際障害者交流センタ 一について 

「国際障害者交流センター ( 愛称 : ビッバ・アイ ) 」は、 「国連・障害者の 十 

年」を記俳する 施設であ り、 障害者の「完全参加と 平等」の実現を 図るシンボ 

ル的な施設として、 ①障害者の国際交流、 ②重度・重複障害者を 含む全ての障 

害者の交流活動、 ③障害者自らが 行 う 文化・芸術の 発信など、 障害者の様々な 

活動や支援の 拠点となるよ う 施設全体をバリアフリー 化し、 障害者だけでなく 

あ らゆる人々にとって 利用しやすい 施設として建設されたものであ る。 

平成 1 7 年度においては、 引き続き以下の 事業を実施する 予定であ るが、 こ 

れら事業の実施に 当たっては、 平成Ⅰ 6 年度と同様、 研修事業の周知、 参加者の 

推薦、 調査活動へのご 協力等をお願いすることとなるので、 ご 配慮願いたい。 

(1) 平成 1 7 年度事業計画について 

ァ 手話通訳者・ 手話通訳 士 現任研修事業 

手話通訳者・ 手話通訳士の 資質と技術の 向上を図る。 

実施日 き期 平成 17 年 6 月～平成 18 年 2 月 

研修期間 ・手話通訳者現任研修 : 5 日間 ( 年 4 回 ) 

・手話通訳 士 現任研修 : 5 日間 ( 年 3 回 ) 

募集人員 2 0 人 7 回 

イ 障害者パソコンボランティア 指導者養成事業 

障害者にパソコンの 使用方法を指導するパソコンボランテイアの 指導者の養成 

を 才子       

実施日 き期 平成 17 年 7 月・平成 18 年 2 月 2 回 

研修期間 3 日間 / 回 

募集人員 3 0 人 / 回 
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0  障害者の社会参加に 関する相談 

障害者が、 障害者が自ら 行 3 国際交流へのアシスト、 芸術・文化活動への サポ 

一ト 、 パソコンやインターネット 等の情報化へのアドバイス、 及びその他障害者 

の社会参加に 関する分野に 対して助言・ 指導等を行うとともに、 これらの相談に 

応えられる よう 関連情報の収集や 関係団体との 連絡調整に努める。 

0  障害者対応パソコンによる 情報提供や操作指導 

障害者対応パソコン 及び周辺機器を 操作体験しながら、 様々な情報収集ができ 

る よ う 操作指導を行 う 。 

0  コミュニケーション 機器等の常設展示 

「情報と交流」を 展示コンセプトとして、 障害者の情報収集や 交流活動に欠か 

せない意思伝達装置等のコミュニケーション 機器を中心に 展示し、 また、 食事を 

交えた交流活動を 支える食事用具も 併せて展示する。 

0  施設の広報やイベント、 研修案内などの 情報発信 

当 センタ一のパンフレットや 行事案内を始め、 障害者関連の 情報誌等を常置し、 

来館者への情報提供に 努める。 

オ 障害者芸術・ 文化活動支援事業 

障害者の芸術・ 文化活動についての 調査研究や専門家に よ るアドバイス 等を行 

い、 障害者の芸術・ 文化活動の充実・ 振興を図る。 

0  ノ ベリアフリーアートアカデミ 一の開催 ( 年 2 回実施予定 ) 

力 国際交流事業 

海外との交流・ 協力を目的として、 国内外の障害者関係団体の 交流等の事業を 

実施する。 

一 45 一 



(2) 施設の利用について 

施設概要は以下のとおりであ り、 障害者関係団体等が 行 う 行事や研修、 養護学 

校 における修学旅行宿泊先としての 活用、 また、 市民団体、 関係機関等にも 障害 

者に対する理解を 深めてもらう 観点から積極的にご 利用いただけるよう 関係者へ 

0 周知 方 ご配慮願いたい。 

[ 施設の概要 ] 

1  名称及び愛称 

「国際障害者交流センター 」 ( 愛称 : ビッバ・アイ ) 

2  所在地 

大阪府堺市茶山台 1-8-1 ( 泉北ニュータウン 泉ケ 五地区 ) 

(JR 新大阪駅から 地下鉄御堂筋線・ 泉北高速鉄道経由で 約 55 分、 

泉ケ 二駅下車徒歩 3 分 ) 

3  施設規模 

地上 3  階地下 1  階建 ( 敷地面積約 8,000 ㎡， 延 床面積約 12.000 ㎡ ) 

4  主な施設内容 

0 多目的ホール 

( 客席約 1,500 席、 車椅子利用の 場合約 1,000 席 ( う ち車椅子 席 最大約 300 席 )) 

0 宿泊 室 35 室 ( 洋室 26 室、 和室 6 室、 和洋室 2 室、 重度障害者対応 室 t 室 ) 

0 大 ・ キ ・小会議室、 バリアフリープラザ ( 情報・相談コーナ 一 ) 

0 レストラン (50 席 ) 、 駐車場 

5  障害者のための 特別な機能 

0 大型映像設備、 集団 補聴 設備、 同時通訳設備を 設けた多目的ホール 

0 館内自動音声案内設備 

0 広い空間を確保したバリアフリー 仕様の宿泊 室 
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0 文字言語の画面表示・ 発光・振動機能を 有した緊急時にも 対応できる館内案内 

設備 

0 兆点滅 式 避難誘導設備 等 

6  施設の利用予約及び 料金等の間合せ 先 

TEL  072-290-0900 

FAX  072-290-0920 

URL  http://big-i.jp/ 
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手話通訳技能認定試験等について 

平成 1 6 年度の第 16 回手話通訳技能認定試験は、 平成 1 6 年 9 月に第一次試験が 行 

われ、 同年 1 1 月に行われた 実技試験の結果を 合わせて、 平成 1 7 年 3 月 3 1 日 ( 木 ) 

に 合格者の発表が 行われる予定であ る。 

平成 1 5 年度までの認定試験の 合格者の累計は、 全国で 1,533 人となっているが、 大 

都市を中心とした 地域に偏在する 傾向が見られるところであ る。 

また、 近年、 聴覚障害者が 手話通訳を必要とする 場面は、 教育、 医療、 司法、 福祉、 

労働などの各分野に 広がり、 しかも内容は 益々複雑・多様化の 傾向にあ る反面、 これ 

らに対応できる 高度な技術をもっ 手話通訳土の 数は十分とは 言えない状況にあ る。 

この ょう な状況において、 今後とも、 「障害者自立支援・ 社会参加総合推進事業」 

の 「手話通訳者養成・ 研修事業」等を 積極目りに活用すること 等により、 手話通訳技能 

認定試験の受験を 志す者の拡大と 資質の向上に 積極的に取り 組まれるよ う お願いする。 

なお、 平成 1 6 年度認定試験から 学科試験合格者の 次年度以降の 学科試験免除期間 

が 2 年間から 1 年間に変更になっているのでご 了知願いたい。 

また、 身体障害者福祉促進事業費委託費のうち、 手話通訳指導者養成研修事業費の 

委託 先が ( 財 ) 全日本聾唖 連盟から ( 社福 ) 全国手話研修センタ 一に変更されたこと 

も 併せてご了知願いたい。 
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Ⅱ
 
@
 平成 1 7 年度における 障害保健福祉行政事務指導監査について 

(1 ) 障害福祉施設等に 係る指導監査について 

ア 障害福祉施設に 対する指導監査については、 「障害福祉施設等に 係る指導監査 

ほ ついて」 ( 平成 1 5 年 3 月 2 8 日 障第 0328016 号厚生労働省社会・ 援護局障害 

保健福祉部長通知 ) の 別添 1 「障害福祉施設指導監査指針」及び 別添 2 「入所 措 

置 事務等実施機関指導監査指針 ] を参考として、 適正な指導監査の 実施に努めら 

れたい。 

また、 障害福祉施設等における 利用者に対する 虐待等の不詳 妻 が発生している 

現状を鑑み、 入所者等に対する 適切な処遇を 確保し、 関係法令・通達に 基づく 適 

正 かっ厳正な執行を 図る観点から 特段のご配意をお 願いする。 

イ 障害福祉施設は 種別が多種であ り、 種別によって 目的、 機能等が異なるので、 

その指導監査を 行うに当たっては、 施設の特性に 関して知識経験を 有する職員の 

確保、 その資質向上のための 研修の充実等、 指導監査体制の 整備強化が図られる 

よ う 配慮願いたい。 

また、 施設運営の基本は、 入所者に対する 適切な処遇を 確保することにあ るの 

で、 個々の入所者の 人権 を尊重した適切な 処遇の確保に 重点を置いた 指導監査を 

実施するとともに、 健全な環境のもとで、 社会福祉事業に 関する熱意及び 能力を 

有する職員による 適切な運営が 図られる よう 指導方お願いする。 

(2) 指定居宅支援事業者等に 係る指導監査について 

支援 費 制度に対する 指導監査については、 「指定居宅支援事業者等の 指導監査に 

ついて」 ( 平成 1 5 年 3 月 2 8 日 障第 0328011 号厚生労働省社会・ 援護局障害保健 

福祉部長通知 ) の川添 1 「指定居宅支援事業者等指導指針」及び 別添 2 「指定居宅 

支援事業者等監査指針」を 参考として、 適正な指導監査の 実施に努められた い 。 

また、 市町村に対する 指導については、 円滑かっ適正な 運営の確保を 図るため、 

適切な助言指導を 行 う ことが重要であ ることから、 「支援 費 支給事務等の 市町村の 

指導について」 ( 平成 1 5 年 3 月 2 8 日 障第 0328014 号厚生労働省社会・ 援護局 障 

害 保健福祉部長通知 ) の 別添 「市町村指導指針」を 参考に、 地方自治法に 基づき、 
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管内市町村等を 対象として、 都道府県、 指定都市及び 中核市において 定期目りな指導 

の実施に努められたい。 

(3) 特別児童扶養手当及び 特別障害者手当等支給事務指導監査について 

ア 基本方針 

指導監査は、 「特別児童扶養手当市町村事務取扱準則」 ( 昭和 5 0 年 8 月 1 3 

日月登第 5 3 2 号の 2 厚生省児童家庭局長通知 ) 及び「児童扶養手当及び 特別 児 

童 扶養手当関係書類市町村審査要領」 ( 昭和 4 8 年 1 0 月 3 1 日月余第 4 8 号厚 

生省児童家庭 局 企画課長通知 ) を踏まえて実施するとともに、 「特別児童扶養 手 

当等 支給事務指導監査の 実施について」 ( 平成 1 2 年 6 月 2 1 日 障 第 4 8 8 号 厚 

生着大臣官房障害保健福祉部長通知の 別紙「特別児童扶養手当等支給事務監査 要 

綱 」を参考として、 適正な指導監査の 実施に努められたい。 

また、 地方事務所等に 指導監査を委任 ( 専決権 付与等 ) している都道府県にあ 

っては、 監査マニュアルの 作成、 これらに関する 研修を行 う こと等により、 監査 

担当職員の資質の 向上、 統一的な指導監査の 実施に努められたい。 

イ 平成 1 7 年度指導監査の 重点事項等 

( ア ) 特別児童扶養手当について 

① 監査体制の確保 

手当の支給事務等について、 適切な組織体制、 新任職員等に 対する研修等 

が 確保されるよ う 指導されたい。 

② 適正な請求書受理事務 

認定請求書の 受理事務について、 公的年金受給権 の確認、 関係機関等への 

照会、 診断書、 身体障害者手帳 又は療育手帳 の写の添付及び 住民票の写・ 戸 

籍 謄本等の確認を 徹底する よう 指導されたい。 

③ 支給要件等の 審査の徹底 

支給要件の審査に 当たり、 生計維持関係については、 戸籍及び住民票によ 

り確認し、 所得状況については 課税台帳 等により確認することとし、 また、 

障害程度の変動による 手当額の改定に 当たっては、 診断書等の資料に 基づき 

適正に処理されるよ う 指導されたい。 
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( イ ) 特別障害者手当等について 

① 適正な障害程度の 認定 

障害程度については、 「障害児福祉手当及び 特別障害者手当の 障害程度 認 

定 基準について」 ( 昭和 6 0 年 1 2 月 2 8 日社史第 1 6 2 号厚生省社会局長 

通知 ) の別紙「障害児福祉手当及び 特別障害者手当の 障害程度認定基準」を 

踏まえ、 適切な認定を 行 う よ う 指導されたい。 

② 適正な所得審査 

所得額の把握については、 税務担当部署との 緊密な連携等により 的確に所 

得審査を行 う よ う 指導されたい。 

③ 現況調査等の 徹底 

受給資格について、 社会福祉施設等への 入所の有無、 3 か 月を超える入院 

の 状況、 死亡等を的確に 把握するため、 市町村、 福祉事務所等の 関係機関と 

連絡を密にして、 十分な調査確認が 行われるよ う 指導するとともに、 受給資 

格 者の資格喪失に 係る届出義務についても、 周知登底を図るよ う 指導された 

ⅠⅡ O 

(4) 精神病院に対する 指導監査について 

精神病院に対する 指導監査については、 平成 1 0 年 3 月 3 日各都道府県知事・ 各 

政令市長あ て 4 部局長連名通知「精神病院に 対する指導監督の 徹底について」等に 

基づき実施しているところであ るが、 今年度厚生労働省が 行った精神保健及び 精神 

障害者福祉に 関する法律 ( 以下「精神保健福祉法」という。 ) 関係行政事務指導監 

査において精神病院を 実地検証した 結果、 一部の精神病院について、 法律上の諸手 

続や身体拘束等の 重要事項についての 指導が登底されていない 事例等があ り、 また、 

指導後の改善も 十分でない状況が 見受けられたので、 関係部局と連携の 強化を図る 

とともに、 指導方法に創意工夫を 凝らし、 適正かつ効果的な 指導監査に努められた 

い O 
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2
 平成 1 7 年度厚生労働省障害保健福祉行政事務指導監査実施計画等について 

い ) 特別児童扶養手当及び 特別障害者手当等支給事務指導監査について 

平成 1 7 年度都道府県に 対して行 う 特別児童扶養手当及び 特別障害者手当等支給 

事務指導監査の 実施計画については、 別紙 1 のとおりであ るので、 ご 了知願いたい。 

(2) 精神保健福祉法関係行政事務指導監査について 

平成 1 7 年度の精神保健福祉法関係行政事務指導監査の 実施計画については、 次 

の とおり重点事項を 定め、 原子爆弾被爆者に 対する援護に 関する法律及び 結核予防 

法等関係行政事務指導監査と 併せ、 別紙 2 の実施計画により 実施することとしてい 

るので、 特段のご協力をお 願いする。 

また、 当該指導監査の 際には、 平成 1 7 年度においても、 精神病院入院者の 適正 

な 医療友保護を 図るため、 引き続き、 各都道府県・ 指定都市において 実施されてい 

る精神病院に 対する実地指導の 検証を行 う こととしているので、 関係部局との 連携 

を 密にし、 指導監査を円滑に 行 う ことができる よう 特段の配慮をお 願いする。 

( 指導監査重点事項 ) 

ァ 指定病院及び 応急入院指定病院の 指定基準の遵守状況 

イ 精神病院の実地指導及び 実地審査状況 

ウ 措置入院及び 医療保護入院に 係る事務処理状況 

ェ 精神医療審査会における 退院請求・処遇改善請求の 処理状況 ( 処理期間等 ) 

オ 精神医療費の 公費負担事務処理状況 ( 公費負担の承認内容、 連名簿等の審査 

点検等 ) 

力 社会復帰施設の 設置促進及び 指導監査の状況 

キ 精神病院に対する 実地指導等の 検証 

3  その他 

平成 1 6 年度障害福祉施設等に 係る指導監査の 実施状況及び 指定居宅支援事業者等 

の指導実施状況については、 別途通知するので 提出方お願いする。 
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Ⅰ
 支援 費 制度の推進等について 

( ュ ) 1 7 年度における 支援 費 予算について 

① 居宅生活支援 費は ついて 

ア 平成 1 7 年度予算 ( 案 ) について 

居宅生活支援 費は ついては、 1 7 年度予算 ( 案 ) において、 9 3, 0 0 9 百万 

円 ( うち、 1 8 年 1 月からの義務的経費 分 1 6, 1 1 2 百万円 ) を計上しており   

1 6 年度当初予算に 対して、 3 2, 822 百万円の増額を 図ったところであ る。 

これらの予算については、 今後の利用者増への 対応及びこれに 必要な安定的な 

財源の確保を 図るため、 以下のような 平成 1 7 年度当初から 実施予定の運用上の 

工夫及び 1 8 年 1 月以降実施予定の 制度改正などを 含む、 障害者施策全般の 見 直 

しを図ることを 前提としたものであ る。 

7)  1 7 年 4 月実施予定の 運用上の工夫について 

，ホームヘルプサービスの 身体介護及び 身体介護を伴 う 移動介護における 1 時間 

3 0 分を超える利用時における 加算単価の見直し 

・ホームヘルプサービスを t 日に複数回算定する 場合にあ っては、 算定する時間 

の 間隔を概ね 2 時間以上空けること 

・行動援護の 新設 

・グループホームにおいて、 入居者全員を 定例的に毎週土・ 日曜日に帰省させる 

など運営されていない 曜日があ る場合に対する 対応 ( 詳細については、 別途 通 

知 予定 ) 

ィ )  1 8 年 1 月実施予定の 制度改革に伴う 見直しについて 

・サービス 量と 所得に着目した 利用者負担の 導入 

，居宅生活者との 負担のバランスを 踏まえた、 デイサービスやショートステイの 

食費負担の自己負担化 

， 国の支弁の義務的経費化 

なお、 具体的な内容や 実施方法等については、 早期に随時お 示ししていくこと 

としているので、 ご 了知 方 お願いしたい。 

上記のほか、 後述している「その 他の留意事項」など、 居宅支援サービスの 事 

業 運営及びサービス 内容の適正化など 必要な見直しや 疑義解釈等について、 引き 

続き行 う こととしているので、 併せて周知 方 よろしくお願いしたい。 
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イ 障害児タイムケア 事業について 

1 7 年度については、 モデル事業的に 行 う ととし、 原則として、 各都道府県で 

2 市町村、 指定都市・中核市で 1 事業を実施する 予定としている。 今後、 本事業 

を 希望する市町村からの 事業計画書等の 協議書の提出をお 願いすることとしてい 

るが、 各都道府県においては、 2 市町村の推薦をお 願いしたい。 

9  1 6 年度執行について 

1 6 年度については、 当初予算で 6 0 2 億円の予算を 確保しているところであ 

るが、 サービス量の 伸びの推移をみると、 国庫補助所要 領 が当初予算を 大幅に上 

回る見込となっている。 

このため、 1 6 年 1 0 月から実施している 単価の適正化などの 支援 費 制度運用 

上の工夫や省内予算の 流用の他に、 例外的に約 1 7 3 億円の補正予算を 計上し 

たところであ る。 

今後、 所用の手続きを 経て、 執行することとなるので、 事務手続等において 

遺漏のないよう 宜しくお願いしたい。 

② 施設訓練等支援 費は ついて 

施設訓練等支援 費は ついては、 1 7 年度予算 ( 案 ) において、 2 9 0, 1 6 5 百 

万円を計上しており、 1 6 年度当初予算に 対して、 3, 04 7 百万円 ( 十 1. 1%) 

の増額を図ったところであ る。 

その内容としては、 以下の項目を 含んでいろ。 

ア 通所授産施設等の 新設等による 利用定員の増加見込み 

イ 実勢に応じた 施設支援 費 基準額の見直し ( 対 1 6 年度基準額 ム 1. 7% 。 、 

1 7 年 4 月実施 ) 

ウ 制度改正による 利用者負担の 見直し (1 8 年 1 月実施 ) 

  在宅と施設のバランスのとれた 負担の導入 ( 食費、 居住費及び知的入所 施 

設の医療費などの 実費負担 ) 

  サービスの利用量や 所得に着目した 負担の導入 

(2)  支援 費 事業経営実態調査の 実施について 

支援 費 基準額についてほ、 それぞれのサービスの 実態等を踏まえて、 適宜見直し 

な 行っているところであ るが、 1 8 年 1 月及び 1 0 月からの制度改正に 合わせて、 

その体系や水準の 抜本的な見直しを 行うこととしている。 
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ついては、 支援 費 基準額は各々のサービスに 通常要する費用の 額を勘案して 設定 

することとされているため、 支援費の対象となる 居宅サービス 事業所や施設につい 

て、 その経営実態を 把握する調査を 行 う こととし、 1 6 年度においては、 「試行 調 

査 」を実施したところであ る。 

今後、 関係機関との 協議を終えた 後、 3 月中旬から下旬に、 全国の居宅サービス 

事業所及び施設を 対象として、 調査票を配布し、 1 7 年 3 月及び 1 6 年度全体のサ 

ービス利用や 収支の実態について 調査を行うこととしており、 1 7 年度予算 ( 案 ) 

に 関係経費を計上している。 調査察 は 、 直接事業者に 送付されることとなるが、 管 

下の事業者等への 周知・協力 方 をお願いしたい。 

(3)  その他 

の 居宅介護従業者養成研修について 

居宅介護等事業については、 その業務の担い 手として、 障害特性を理解し 利用者 

の ニーズに応じたサービスを 提供できる質の 高い従業者を 養成し、 確保することが 

重要であ る。 しかしながら、 障害特性を十分に 理解していない へ ルパーが派遣され 

ている実態もあ ると聞いているところであ り、 そのようなことが 無いよう、 管内の 

事業所等への 適切な指導等をよろしくお 願いしたい。 

ついては、 各自治体等において、 実務経験に応じた 段階的な技術・ 知識の向上を 

図るための養成研修の 実施に継続的に 取り組むほか、 指定居宅介護事業所において 

も内部研修に 努め、 良質なへルパ 一の確保に努められたい。 

② その他の留意事項 

ア サービス利用段階における 障害の特性を 踏まえた対応について 

支援 費 制度においては、 利用者のニーズを 把握し、 適正な支給決定が 行われる 

よ う 、 支給決定事務等中心的な 役割を担 う 市町村が、 利用援助等のための 相談 支 

援 機能の役割を 担うこととなっており、 引き続きご尽力願いたい。 特に、 コミュ 

ニケーションに 障害のあ る者がサービスを 利用するにあ たっては、 情報提供、 契 

約 締結など各サービス 利用段階において、 障害の特性に 応じた支援がなされるこ 

とが重要であ る。 

このため、 市町村においてほ、 障害者又は障害児の 保護者等に対する 情報提供 

又は相談、 若しくは指導等に 責任をもって 取り組む必要があ り、 適切なサービス 

又は指定事業者の 選択のための 相談支援を、 支援費の支給申請の 受付若しくは 審 
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上 で同意が得られるよ う 更なるご尽力をお 願いしたい。 

また、 計画実施後は、 その実施状況の 把握を行 う ことが肝要であ り、 支援目 

標の達成状況や 支援内容の妥当性などについて 十分に検証を 行 う など、 利用者 

ほ ついて解決すべき 課題を把握するとともに、 必要に応じて 計画の見直しを 行 

わなければならない。 

なお、 当該計画の作成、 見直しに当たっては、 職員の間で会議を 開催し、 利 

用者の状況及び 利用者に対する 支援目標等を 共有することも 必要であ る。 

ィ )  施設支援計画について 

施設指定基準において、 各施設が入所者の 心身の状況等に 照らし、 居宅サー 

ビス等を利用することにより 日常生活を営むことができるかどうかを 定期的に 

検討しなければならず、 かっ居宅において 日常生活を営むことができると 認め 

られる入所者に 対し、 その者の希望等を 勘案し、 その者の円滑な 退 所 のために 

必要な援助を 行わなければならないこととされている。 施設における 支援計画 

の 作成や実施に 当たっては、 この点も踏まえて 取り組むことが 肝要であ る。 

(4)  進行性筋萎縮症者療養等給付事業の 見直しについて 

進行性筋萎縮症者療養等給付事業については、 1 7 年度予算 ( 案 ) において、 

3, 0 6 6 百万円を計上しており、 1 6 年度当初予算に 対して、 1, 1 6 2 百万 

円 (+6 1. 1%) の増額を図っているところであ る。 

奉 事業は、 予算補助事業として、 平成 1 7 年 1 2 月まで実施され、 平成 1 8 年 

1 月から 9 月までの間は、 障害者自立支援法案の 附則に よ り改正される 身体障害 

者 福祉法に基づき、 市町村が対象者を 独立行政法人国立病院機構の 設置する医療 

機関等に措置委託することとなる。 なお、 この改正により、 国 ・都道府県の 補助 

は義務負担化 ( 回 、 都道府県、 市町村の負担割合は 従前のとおり ) されるが、 そ 

れに併せて、 利用者負担額 は ついては、 他の障害者施設との 負担の均衡を 考慮し 

た徴収基準額表を 平成 1 8 年 1 月に改正し、 適用することとしている。 

また、 平成Ⅰ 8 年Ⅰ 0 月以降は、 新法による「療養介護」に 移行することとな 

る。 
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2
 障害者の就労支援について 

(1) 福祉施策と雇用施策の 一体的推進 

① 障害者就業・ 生活支援センタ 一事業について 

奉 事業の平成 1 7 年度新規実施主体については、 職業安定局高齢・ 障害者雇用対 

策部から先日通知したところであ るが、 センタ一の指定にあ たっての都道府県知事 

の 推薦など、 労働部局と連携の 下、 適切な手続きを 実施されたい。 

また、 今年度、 生活支援等事業を 既存の事業との 連携により対応していたセンタ 

一においては、 1 7 年度から生活支援等事業を 専任体制とすることが、 センタ一事 

業を継続する 要件となるので、 生活支援等事業の 早急な確保についてお 願いする。 

なお、 本事業は今後の 制度改革において 重要な役割を 果たすことになるので、 引 

き 続き、 障害者の就労と 地域生活支援の 観点から、 制度改革の方向性を 踏まえた積 

極的な取り組みをお 願いする。 

② 重度障害者在宅就労促進特別事業 ( バーチャル工房支援事業 ) 

近年、 情報機器やインターネットの 普及により、 障害者が在宅のまま 就労するこ 

とが現実のものとなっている。 

こうした障害者の 在宅就労は、 これまで職業的自立が 困難とされてきた 重度障害 

者 等の就労の機会を 確保する上で、 極めて有効であ る。 

このため、 1 7 年度予算 ( 案 ) においては、 在宅の障害者に 対して、 情報機器や 

インターネ、 ット を活用し、 在宅で就労するための 訓練等の支援を 行 う 事業者 ( バー 

チャル工房 ) に対する補助事業を 創設し、 下記により実施することとしているので、 

積極的な取り 組みをお願いする。 

重度障害者在宅就労促進特別事業実施要綱 ( 案 ) 

Ⅰ 目的 

奉事業は、 在宅の障害者に 対して、 情報機器やインターネットを 活用し 、 在 

宅で就労するための 訓練等の支援を 行 う ことにより、 もって在宅の 障害者の就 

労の促進を図ることを 目的とする。 

2  実施主体 
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奉事業の実施主体は 都道府県及び 指定都市とする。 

なお、 本事業を社会福祉法人、 民法第 3> 4 条の規定にょり 設立された法人 ( 社 

団法人及び財団法人 ) 及び特定非営利活動法人 (NPO 法人 ) 等であ って 、 適 

切 な事業運営ができると 認められるものに 委託することができる。 

3  事業の内容 

本 事業は、 実施主体が利用者に 対し訓練を行 う ための作業を 受注し、 当該作 

業を元に 、 主に次の事業を 行 う ほか、 雇用希望者のための 職場開拓等、 自立に 

向けた支援を 実施する。 

ア 在宅就労に必要な 情報処理技術の 教育・支援 

イ 企業から受注した 実際の作業を 教材とした訓練指導 

ゥ 仕事の進め方、 作業環境・機器等及び 職業生活の維持に 関する相談・ 援助 

4  利用者の要件等 

(1) 利用者の要件 

利用者は、 障害により企業等への 通勤が困難な 者であ って情報機器を 用い 

た在宅での就労を 希望する者とする。 

(2) 利用者の定員 

利用者の定員は 1 0 名以上とする。 

5  職員配置等 

(1) 奉事業の実施に 際し、 2 名以上の職員を 配置し、 う ち 1 名を常勤とする。 

(2) 職員は、 情報処理に相当程度の 知識、 経験を有し、 情報機器を用いた 就労 

に向けて行 う 訓練が可能な 者及び障害者の 福祉施策について 知識、 経験を有 

する者であ り、 必要に応じ利用者宅を 訪問して対応ができる 者とする。 

6  在宅就業支援機関との 連携 

実施主体は、 設置地域その 他の状況を勘案して、 「重度障害者在宅就業推進 

事業実施要綱」に 定める在宅就業支援に 実績のあ る社会福祉法人等 ( 以下「支 

援機関」という。 ) と連携・協力関係を 構築するとともに、 当該支援機関に 対 

して、 必要に応じて 助言・援助を 求めることができるとされているので、 適宜 

連携を図ること。 

7  留意事項 

(1) 実施主体は、 本事業の利用者との 間に、 本事業の利用、 及び作業内容に 関 

する契約を締結すること。 

(2) 実施主体は、 利用者に対し、 3 の イ により得た事業収入から 事業に必要な 

経費を控除した 額に相当する 金額を対価として 支払うこと。 
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(3) 補助を実施する 期間は、 実施主体 1 か 所あ たり 3 年以内とすること。 

8  費用の支弁 

本 事業に要する 費用は、 都道府県が支弁する。 

9  経費の補助 

国は、 都道府県が本事業の 運営に要する 経費について、 その 1/2 以内を補 

助 する。 (1 か 所あ たり 1 0, 0 0 0 千円 ) 

(2) 福祉部門における 就労支援の充実 

の 小規模作業所の 支援の充実強化事業 

小規模作業所の 中で、 良質なサービスを 提供するとともに、 新たな事業として 求 

められる機能を 有し、 平成 1 8 年 1 0 月の制度改正にあ れせた施設基準 ( 現在検討 

中 ) を 満たすものについては、 都道府県障害福祉計画に 定める範囲内で 計画的に新 

たなサービス 類型への移行が 図られることになるものと 考えている。 

こうした状況を 踏まえ、 平成 1 7 年度においては、 小規模作業所に 対する支援を 

充実強化し、 制度改革による 再編後の新たなサービス 類型への移行の 促進を図り、 

地域での障害者の 就労支援を促進させるための 事業を創設し、 下記により実施する 

と と しているので、 積極的な取り 組みをお願いする。 

小規模作業所の 支援の充実強化事業実施要綱 ( 案 ) 

1  事業の目的 

本 事業は、 在宅障害者通所援護事業として 国の補助を受けているもの 及びこ 

れに準ずる事業として 地方公共団体の 単独助成事業に よ る補助を受けているも 

の ( いわゆる小規模作業所 ) のうち、 意欲があ り良質なサービスを 提供するも 

のについて、 その果たしている 機能に応じて、 今回の改革による 新たなサービ 

ス 体系下でサービスを 提供できるよう 移行の促進を 図るとともに、 自立支援， 

就労支援等の 機能を充実強化するため、 小規模作業所に 対する支援を 行い、 も 

って地域で生活する 障害者の福祉の 向上を図るものであ る。 

2  実施主体 

奉事業の実施主体は、 都道府県とする。 
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なお、 本事業の全部又は 一部を、 社会福祉法人及び 民法第 3 4 条の規定によ 

り 設立された法人 ( 社団法人及び 財団法人 ) 等であ って、 適切な事業運営がで 

きると認められるものに 委託することができる。 

ただし、 3 の (2) の イ の ( ゥ ) の事業については、 特定非営利活動法人 (N 

PO 法人 ) 格を有する小規模作業所等にも 委託ができるものとし、 委託を受け 

た 小規模作業所等は、 事業の対象となる 複数の小規模作業所等からなる 連絡 協 

議会を設けるとともに、 事業運営にかかる 要綱等を定め、 適切な運営を 図るこ 

と 。 

3  事業の内容 

(1) 育成事業 

ア 趣旨 

奉 事業は 、 新たなサービス 体系への移行に 向けたモデル 的・先駆的事業 

や 調査研究を行 う 小規模作業所を 支援し 、 新たなサービス 体系の移行の 促 

進を図るものであ る。 

ィ 実施内容 

( ァ ) 就労移行支援を 行 う ために、 職場開拓や就職後の 支援を行 う 職員を確 

保するなど、 新たなサービス 体系に向けた 人的体制の整備 

( ィ ) 新たなサービス 体系に向け、 専門，性を高めるための 人材の育成 

( ゥ ) 市町村、 八口一ワーク、 養護学校などの 関係者からなる、 就労に向け 

たネ 、 ッ トワークの構築 

(X) 障害の特性や 就労の可能性があ ることの理解などのための 企業等との 

懇談会の設置 

( ォ ) 新たなサービス 体系を想定した 先進事例の調査研究 

等 、 本事業の趣旨に 資すると認められる 事業 

ウ 留意事項 

( ァ ) 事業の対象となる 小規模作業所は 、 新たなサービス 体系への移行を 目 

指すもののうち、 利用者のニーズなどを 踏まえ、 市町村が都道府県に 申 

詣 するものとする。 

対象小規模作業所の 決定にあ たっては、 有識者や関係者による 客観性 

を 持った検討会等を 設けて行 う ことが望ましいこと。 

( ィ ) 補助を実施する 期間は、 小規模作業所 ェか 所あ たり 3 年以内とするこ 

と 。 

(9) 補助額は、 地域の実情や 小規模作業所が 実施する事業内容等を 考慮し 
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て 、 実施主体の補助方針により 設定するものであ るが、 1 か 所あ たりの 

補助額が極端に 多寡にならないようにすること。 

は ) 本 事業が小規模作業所の 運営費補助ではないことに 鑑み、 適正な執行 

な 行 う こと。 

( ォ ) 都道府県は、 本事業の対象となる 小規模作業所にかかる 事業実施状況 

ほ ついて、 毎年度報告を 求めること。 

は ) 研修等事業 

ア 趣旨 

奉事業は、 小規模作業所に 対し、 研修事業、 コーディネータ 一派遣事業、 

及び事業の共同実施支援事業を 実施することにより、 新たなサービス 体系 

の移行の促進、 及び小規模作業所の 資質の向上を 図るものであ る。 

ィ 実施内容 

(7) 研修事業 

小規模作業所の 職員に対し、 新しいサービス 体系への円滑な 移行を図 

るための知識の 付与、 就労に向けた 訓練手法、 企業就労後の フ オローア 

、 ソプ、 経営管理、 人事労務管理等について 研修事業を実施する。 

( ィ ) コーデイネータ 一派遣事業 

新たなサービス 体系 下 において必要となるノウハウ 等をコーデイネ 一 

タ一 を派遣し付与することにより、 小規模作業所の 資質の向上を 図る。 

a  例えば、 「就労継続支援」を 行お う とする場合には、 

(a) 受注 先 企業の開拓方法 

(b) 経営管理 ( 販売手法、 販売ルート開拓 等 ) 

(c) 人事労務管理、 安全衛生管理 ( 労働法規についての 解説等 )  等 

b  また、 「就労移行支援」を 行お う とする場合には、 

(a) 障害の状況に 応じた効果的な 訓練手法 

(b) 雇用 先 企業の開拓方法 

(c) 公共職業安定所等の 機関との連携方法 等 

などのノウハウの 付与が考えられる。 

0 ゥ ) 事業の共同実施支援事業 

複数の小規模作業所で、 共同商品開発や 共同受注、 販路の拡大、 売場 

提供の調整等を 行 う ことにより、 運営の安定化を 図る。 

ウ 留意事項 

( ァ ) 早期に新たなサービス 体系に移行し、 サービス提供を 目指す場合、 授 
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産 施設や福祉工場 ( 小規模通所授産施設を 含む ) についても本事業の 対 

象 として差し支えないこと。 

( ィ ) 実施主体は、 実施状況について 定期的に報告を 求め、 事業実施による 

成果を検証すること。 

4  費用の支弁 

本 事業に要する 費用は、 都道府県が支弁する。 

5  経費の補助 

国は、 都道府県が本事業の 運営に要する 経費について、 その 1 Ⅰ 2 以内を補 

勒 する。 (1 都道府県あ たり事業費約 1 5, 0 0 0 千円程度 ) 

② 平成 1 7 年度Ⅱ、 規模通所授産施設の 事前協議 

今般、 重度障害者在宅就労促進特別事業及び 小規模作業所の 支援の充実強化事業 

の事前協議とともに、 本事業についても 協議をお願いしたところであ るが、 平成 

1 7 年度の新規増分は 3 0 か所 ( 身体 7 か 所、 知的 2 3 か所 ) であ るため、 真に必 

要 なもののみを 協議の対象としていただくよ う お願いする。 

なお、 今回の制度改革により ， h 、 規模通所授産施設としての 新規協議は 1 7 年度が 

最後となり、 1 8 年度からは新事業体系での 対応となるとともに、 1 7 年度に採択 

するものも含め、 既存の小規模通所授産施設についても、 1 8 年 1 0 月から 5 年半 

の間に新事業体系へ 移行していただくことになるので、 念のため申し 添える。 

③ 福祉工場の事前協議等 

小規模通所授産施設と 同様、 今回の制度改革により 福祉工場としての 新規協議は 

1 7 年度が最後となり、 1 8 年度からは新事業体系での 対応となるとともに、 1 7 

年度に採択するものも 含め、 既存の福祉工場についても、 1 8 年 1 0 月から 5 年半 

の間に新事業体系へ 移行していただくことになる。 

なお、 身体障害者・ 知的障害者福祉工場、 社会事業授産施設等事務費の 1 7 年度 

事前協議については、 従前どおり 1 7 年 4 月を目処に通知を 予定しているところで 

あ る。 

(3) 地方自治体が 随意契約をすることができる 範囲に授産施設が 追加された件について 

先日もお伝えしたところであ るが、 地方自治法施行令が l f 年 l 1 月に改正され、 

地方公共団体等が 随意契約をすることができる 範囲に、 地方公共団体の 規則で定める 
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手続きにより、 授産施設及び 小規模作業所等から 物品等を調達する 契約をする場合が 

追加されたところであ る。 

貴職におかれては、 

① 昨今の厳しい 経済状況の中、 授産施設等の 経営が不安定となっている 状況に鑑み、 

福祉部局における 対応のみならず、 契約担当部局と 連携のうえ都道府県、 指定都市、 

各市町村全体に 周知するとともに ; その取り組みについて 配慮されたいこと。 

② 授産施設等の 製品について、 管内の授産施設等における 取扱品目を十分に 把握し 

たぅえ 、 その優先発注など 積極的な活用を 図られたいこと。 

等 をお願いするとともに、 関係団体等に 対する周知登底に 努めるなど積極的な 取り組 

みをお願いする。 

なお、 14 年 1 0 月に「障害者を 多数雇用する 事業所、 授産施設等に 対する官公需 

の発注等の配慮について」を 通知し、 都道府県等における 授産施設等の 製品の積極的 

な 活用をお願いしているところであ るので、 都道府県等においては、 授産施設等の 安 

定的な運営が 図られるよ う、 引き続き特段のご 配慮をお願いする。 
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情 に応じた取り 組みを検討していただきたい。 

発達障害者支援体制整備事業実施要綱 ( 案 ) 

1  目的 

発達障害者支援体制整備事業 ( 以下「支援事業」という。 ) は、 自閉症、 アスペ 

ルガー症候群等の 広汎性発達障害、 学習障害、 注意欠陥多動性障害等の 発達障害 

を 有する障害児 ( 者 ) について、 乳幼児期から 成人 期 までの各ライフステージに 

対応する一貫した 支援体制の整備を 図り、 もって発達障害児 ( 者 ) の福祉の向上 

を 図るものであ る。 

2  実施主体 

支援事業の実施主体は 、 3 の (1) の事業については、 都道府県又は 指定都市 

( 以下「都道府県等」という。 ) 、 3 の (2) 及び (3) の事業については、 指定 

都市及び市町村とする。 

ただし、 事業の全部又は 一部を、 社会福祉法人及び 特定非営利活動法人 (NP 

0 法人 ) 等 ( 以下「社会福祉法人等」という。 ) であ って、 適切な事業運営がで 

きると認められるものに 委託することができるものとする。 

この場合、 単独の社会福祉法人等で 十分な事業内容を 実施することができない 

場合には、 社会福祉法人等は、 実施主体であ る都道府県等又は 市町村の承認を 得 

て、 事業の一部 は ついて、 他の社会福祉法人等に 委託することができる。 

なお、 社会福祉法人等が 、 他の社会福祉法人等に 事業の一部を 委託した場合に 

は、 委託先の社会福祉法人等との 連携を密にし、 一体的に事業に 取り組むものと 

する。 

また、 実施主体は、 委託先に定期的な 報告を求めること。 

3  事業の内容 

支援事業は、 都道府県等支援体制整備事業、 圏域支援体制整備事業及び 発達・ 

相談支援等モデル 事業とする。 

(1) 都道府県等支援体制整備事業 

ア 趣旨 

都道府県等支援体制整備事業は、 都道府県等が 圏域での支援体制整備の 実態 

を把握した上で、 今後の都道府県等の 発達障害者支援のあ り方を検討すること 
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等により、 乳幼児期から 成人 期 までの一貫した、 発達障害児 ( 者 ) の支援体制 

の整備を図ることを 目的とする。 

イ 実施内容 

( ア ) 「発達障害者支援体制整備検討委員会」の 設置 

各都道府県等における 発達障害者の 実態把握、 都道府県支援計画の 作 

成 、 今後の支援体制整備 ( モデル事業を 実施していない 他 圏域を含む。 ) 

等について検討することを 目的とした、 医療、 保健、 福祉、 教育及び労働 

の関係部局、 大学、 当事者団体、 親の会、 NPO 法人、 発達障害者支援 セ 

ンタ一の管理責任者等の 関係者等からなる「発達障害者支援体制整備検討 

委員会」 ( 以下「委員会」という。 ) を設置するものとし、 その実施に当た 

っては、 文部科学 省の 「特別支援教育体制推進事業」の「広域特別支援連 

携協議会」と 連携すること。 

( イ ) 委員会の役割 

委員会では、 県内のニーズや 体制整備の状況等を 勘案し、 (2) の圏域支 

援体制整備事業を 実施する圏域 ( 障害保健福祉圏域等 ) を指定することとす 

る 。 

実施圏域を指定するに 際しては、 文部科学 省の 「特別支援教育体制推進 事 

業 」の LD 、 ， 蝸 HD 等推進地域との 関係も考慮し、 また、 管内のニーズ 等を 

勘案した上で、 積極的な事業展開が 期待される圏域とするよ う 努めること。 

圏域で実施した 成果を、 委員会で検証の 上、 実施圏域に今後採るべき 方向 

を 示すためにフィードバックするということを 繰り返しながら、 都道府県等 

内の望ましい 支援体制の在り 方について検討し、 都道府県等内の 全域に対し 

てその成果を 波及させることを 目指す。 

( ウ ) 理解の促進の 実施 

各都道府県等の 住民に発達障害の 理解促進のための 小冊子の作成、 セミサ 

一等を実施する。 

ウ 留意事項等 

国庫補助対象とする 期間は原則として、 3 年以内とする。 

実施主体であ る都道府県等は、 本事業の毎年度の 実施状況について、 別に定 

める様式に よ り翌年度 4 月末日までに、 厚生労働大臣あ て提出すること。 

(2) 圏域支援体制整備事業 

ァ 趣旨 

都道府県等内の 圏域における 乳幼児期から 成人類まで一貫した、 発達障害者 
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の 支援体制の整備を 図るため、 都道府県等が 指定した 1 圏域で次に掲げる 支援 

等をモデル的に 行 う ものであ るが、 その成果を他圏域に 波及させることを 目的 

とする。 

具体的には、 発達障害者に 対するライフステージに 応じた一貫した 支援を的 

確に行 う ため、 発達障害支援コーディネーターを 中心に、 当事者や保護者が 日 

常 的に利用可能な、 身近にあ る保健所、 保育所、 学校、 福祉事務所、 関係施設、 

/" ロ " 一 ワーク等の関係者が 連携し 、 個々の発達障害の 状態に応じたきめ 細かな 

個別の支援計画を 作成の上、 必要な支援を 行 う ものであ る。 

イ 実施内容 

( ア ) 連絡調整会議の 設置 

発達障害についての 連絡調整や適切な 情報の伝達、 権 利擁護を推進すると 

ともに、 ( イ ) の個別の支援計画の 作成のため、 指定された圏域に 連絡調整会 

議を設置する。 

連絡調整会議では、 発達障害支援コーディネーターが 中心となり、 医療、 

保健、 福祉、 教育及び労働の 関係部局・機関等の 関係者を集めて、 発達障害 

児 ( 者 ) の個別の支援計画を 作成するためのチームを 作る。 

なお、 文部科学者の「特別支援教育体制推進事業」の「特別支援連携協議 

会」と連携を 図ることとする。 

( ィ ) 個別の支援計画の 作成 

連絡調整会議では、 圏域内の発達障害児 ( 者 ) について、 当事者や保護者の 

了解を得て、 個別の支援計画を 作成する。 

個別の支援計画の 作成に当たっては、 実態とニーズの 把握 や 、 現在活用可能 

な社会資源の 調整を行い、 将来の目標を 掲げた上で行うものとし、 状況の変化 

等に応じて適宜、 適切にフォローアップ や モニタリンバを 行 う とともに、 個別 

の支援計画の 評価、 見直し等を行 う こととする。 

( ウ ) 発達障害支援コーディネータ 一の配置 

発達障害児 ( 者 ) 及び保護者の 相談に応じるとともに、 ( ア ) 、 ( イ ) に掲げ 

た事項を実施するため、 社会福祉士又は 臨床心理士等で、 自閉症 児 ( 者 ) に 対 

する支援について 相当の経験及び 知識を有する 者、 又は、 それと同等と 都道府 

県等が認める 者を、 コーディネーターとして 1 名以上専従で 配置することとす 

るが、 既存の相談支援事業や 施設に係る日常業務に 従事することのないように 

すること。 

発達障害支援コーディネーターは、 相談支援及び 圏域における 連絡調整会議 
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を 開催し、 各関係機関等のネットワークの 中で、 発達障害者の 援助プロバラム 

を 合議の上作成することとする。 

また、 相談支援の実施に 当たっては、 地域における 親の会などの 連携や協力 

の下、 実施されたい。 

なお、 本事業のコーディネーターは、 教育委員会の 指導主事や学校内に 位置 

づけられている「特別支援教育コーディネーター」との 連携を密にし、 地域の 

発達障害児 ( 者 ) の情報収集に 努めるとともに、 支援に関する 情報の取り扱い 

には十分注意すること。 

( ェ ) 関係者の研修等の 実施 

福祉及び教育関係機関の 職員等を対象とした 研修等により、 発達障害者支援 

に関する専門性のアップ 及び賀の向上を 図ることとする。 

また、 発達障害者は、 犯罪等の被害や 消費者としてのトラブルに 巻き込まれ 

ることがあ り、 関係者の理解を 得るため、 警察や司法関係者を 講師とすること 

なども検討されたい。 

ウ 発達障害者支援センターとの 関係 

奉 事業はより身近な 圏域で支援体制の 整備をモデル 的に行うものであ るが、 

実施に当たっては、 発達障害者支援センターと 連携するとともに、 発達障害者 

支援センターと 当該圏域との 役割を明確にし、 発達障害者支援センターが 都道 

府県 域 全体を範囲とする 中核的な専門機関としての 機能を発揮できるよ う 努め 

ること。 

エ 留意事項等 

国庫補助対象とする 期間は原則として、 3 年以内とする。 

(3) 発達・相談支援等モデル 事業 

ア 趣旨 

障害児通園施設、 障害児デイサービス 等、 障害児に対する 療育の技術や 経験 

のあ る施設や事業所に 臨床心理士や 言語聴覚 モ 、 作業療法士等を 配置し、 受託 

施設の職員や 地域にあ る諸機関 ( 保健センター、 児童相談所、 保育所、 学校 

等 ) の職員の協力の 下、 在宅の自閉症等発達障害のあ る児童 ( 必要に応じて 者 

も含む。 ) の診断・評価、 発達支援等を 実施して、 当該児童が地域生活を 円滑に 

送れるようにするための 援助をモデル 的に実施する。 

なお、 原則として、 モデル事業の 対象となる児童としては、 障害児通園施設 

などを利用している ( 措置を受けている ) 児は除外する。 

一 17  一 



  

  
  

イ 実施内容 ( 例示 ) 

本 モデル事業については、 先駆的な事業として、 その成果を広く 全国に普及 

できるものを 対象とすることとし、 例えば、 以下のような 内容の事業が 考え も 

れる。 

( ァ ) 診断・検査機能 

医師および臨床心理士が 担当する。 

自閉症等の障害が 疑われる児童に 対して、 諸検査を実施して 障害名や障害 

の程度を確定するとともに、 保護者や本人に 伝達・説明し、 障害への理解と 

受容を促す。 必要に応じて、 児童が日常的に 通 う 場所 ( 保育所、 学校等 ) に 

出向いて観察・ 評価も行 う 。 保護者の了解の 下で、 学校や保育所等の 諸機関 

に 対して情報を 提供する。 

( ィ ) 発達支援 

臨床心理士、 言語聴覚士、 作業療法士、 保育士等が担当する。 

自閉症児等がもっコミュニケーションやソーシャルスキルの 障害、 感覚や 

協調運動の障害等に 対して、 通園による個別・グループ 指導や訪問・ 職員派 

遣 による保健センター・ 保育所，学校等への 施設支援を通して 改善を図る。 

a  通園による指導 ( 受託施設に定期的に 通園させて指導する ) 

(a) 個別指導 

感覚統合療法や 言語指導などを 個別的に提供するとともに、 保護者へ 

のカウンセリング やぺ アレントトレーニンバなども 必要に応じて 実施す 

る 。 

また、 本人への情報提供 ( 告知 ) やカウンセリングも 主要な業務とす 

る。 

(b) グループ指導 

グループによる 指導は、 自閉症児等がもつコミュニケーションや 社会性 

の 障害に対して 効果的であ ると考えられる。 対象児の年齢、 発達レベル 

などを考慮して 適切な小グループを 構成し、 ソーシャルスキルトレーニ 

ング等の指導を 実施する。 

b  職員派遣による 指導 

家庭・保育所・ 学校等、 児童が日常的に 過ごす場所に 職員が出向き、 担当 

職員に情報提供するとともに 担当職員と協力して、 日常活動が円滑に 進めら 

れるよ う に支援する。 また、 何らかの事情で 通園することが 困難な児童に 対 

しては、 保健センターや 公民館等の施設を 利用して指導を 実施することも 考 
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慮 する。 

ウ 発達障害者支援センターとの 関係 

奉事業では、 地域に密着して 発達障害児の 成育を保障し、 成人期の生活に 必 

要 な生活技術を 付与することを 目的とするが、 発達障害者支援センタ 一の機能 

を補完するとともに、 必要に応じ、 発達障害者支援センタ 一に専門的な 見地か 

らの意見を聞くものとする " 

ェ 留意事項等 

都道府県は、 実施市町村を 指定するに際しては、 管内のニーズ 等を勘案した 

上 で、 積極的な事業展開が 期待される市町村とする よう 努めること。 

圏域支援体制整備事業と 同一の市町村が 実施することも 可能であ り、 その場 

合 には、 コーディネータ 一等との連携を 密にし、 相乗効果が得られるよ う 工夫 

すること。 

なお、 国庫補助対象とする 期間は原則として、 3 年以内とする。 

4  費用の支弁 

奉事業に要する 費用は、 都道府県等支援体制整備事業は 都道府県等、 圏域支援 

体制整備事業及び 発達・相談支援等モデル 事業は指定都市又は 市町村が支弁する 

ものとする。 

5  経費の補助 

国及び都道府県の 補助については、 別に定めるところによる。 

都道府県等支援体制整備事業 

実施 か所 : 6 0 都道府県・指定都市 

単価 : 1 か 所当たり 1, 0 3 5 千円 

負担割合 : 図 1/2 、 都道府県 1 花 

園 1/2 、 指定都市 1/2 

圏域支援体制整備事業 

  

実施 か所 : 6 0 圏域 

単価 : 1 か 所当たり 5, 5 3 3 千円 

負担割合 : 図 1/2 、 都道府県 1/4 、 市町村 1/4 

国 1/2 、 指定都市 1 柁   
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発達・相談支援等モデル 事業 

実施 か所 : 1 0 か 所程度 

単価 : 1 モデル事業あ たり 1 0, 0 0 0 千円 

負担割合 : 国 1/2 、 都道府県 1/4 、 市町村 1/4 

図 1/2 、 指定都市 1/2 

事業を実施する 圏域の指定は 各都道府県等で 行 う ことになるので、 準備を進めて ぃ 

ただきた い 。 

(3) 自閉症・発達障害支援センター 運営事業 

自閉症・発達障害支援センタ 一については、 発達障害者支援法において「発達障害 

者 支援センター」として 位置付けられたところであ る。 

発達障害者支援法においては、 「発達障害」の 定義として、 「自閉症、 アスペルガー 

症候群その他の 広汎性発達障害、 学習障害、 注意欠陥多動性障害その 他これに類する 

脳機能の障害であ ってその症状が 通常低年齢において 発現するものとして 政令で定め 

るものをい う 。 」とされたところであ り、 従来、 対象としていた 範囲に加え、 学習 障 

害 (LDL 、 注意欠陥多動性障害 (ADHD) その他これに 類する脳機能の 障害につ 

いても、 支援の対象として い くことになる。 

したがって、 これまで自閉症・ 発達障害支援センターとして 取り組んできたところ 

についても、 学習障害 (LDL 、 注意欠陥多動性障害 (ADHD) その他これに 類 す 

る 脳機能の障害への 対応に係る体制等について 検討をお願いしたい。 

また、 発達障害者支援センタ 一については、 新 エンゼルプランに 代わる新たな ブ ラ 

ン ( 子ども，子育て 応援プラン ) の中で、 設置か所数を 1 9 年度までに 6 0 カ所とす 

る 目標を盛り込むなど、 全都道府県・ 指定都市に計画的に 整備していくこととしたと 

ころであ り、 1 7 年度予算 ( 案 ) においては、 1 6 か 所増の 3 6 か 所を計上したとこ 

ろであ る。 未設置の都道府県・ 指定都市においては 事業実施について 具体的に検討さ 

れたい。 

さらに、 (2) の発達障害者支援体制整備事業において、 より身近な圏域で 支援 体 

制の整備をモデル 的に行 う ことにしているところであ るが、 センターと当該圏域との 

役割を明確にし、 センターが都道府県 域 全体を範囲とする 中核的な専門機関としての 

機能を発揮できるよ う 努められたい。 

一 20  一 



4
 障害者の生活支援について 

(1) 障害者地域生活推進特別モデル 事業の見直しについて 

障害者地域生活推進特別モデル 事業は、 地域生活移行事業と 地域生活支援ステップ 

アップ事業の 2 つの事業内事業により 構成されているところであ るが、 平成 1 7 年度 

においては、 地域生活支援ステップアップ 事業を、 今回の制度改正に 資する形で見直 

しを行 う こととしている。 

具体的には、 新制度への移行を 念頭において、 相談支援事業の 機能強化の観点から、 

以下の 2 類型のいずれかに 該当する市町村について 優先採択することとしている。 

  

地域生活支援ステップアップ 事業の見直し 案の概要 

(1 か 所あ たり事業費 6, 0 0 0 千円 ) 

エ型 相談支援事業所が 存在していないところの 立ち上げ支援、 ないしは発展段階 

の低いところ (1 又は 2) が、 従来のステップアップの 枠組みで実施する 場 

ム ロ。 

巨型 新制度下で相談支援事業者に 期待される以下のいずれかの 事業を行 う ととも 

に、 併せてサービス 調整会議の開催、 市町村の支給決定事務の 一部 ( 障害者 

の 心身の状態等のアセスメント 等 ) を 実施する場合。 

① 3 障害又は 2 障害共通の相談窓口を 設ける。 

② 年齢を問わない ワ ンストップの 窓口を実現するため、 地域包括支援センタ 

ーや在宅介護支援センター と 一体的な相談窓口を 設ける。 

③ 居住サポート 事業や権 利擁護関連事業を 実施する。 

上記の 2 類型については、 1 7 年度のみの採択とする。 都道府県・指定都市・ 中核 

市で各 1 か所 実施可能とするようにし、 実施市町村で 上記の事業内容を 評価すること 

とする。 

なお、 現行の地域生活移行事業は、 1 6 年度からの継続分のみ 採択とし、 1 7 年度 

新規での採択は 行わないこととする。 (1 か 所あ たり事業費 9, 0 0 0 千円 ) 
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(2) 障害者自立支援等総合推進事業等について 

平成 1 6 年度より障害者自立支援・ 社会参加総合推進事業の 中で、 障害者自立支援 

等総合推進事業及び 市町村障害者自立支援等推進事業が 実施され、 施設 外 授産の活用 

による就職促進事業、 訪問入浴サービス 事業、 更生訓練 費 ・施設入居者就職支度金輪 

行事業等がメニュ 一事業とされているところであ るが、 これらの事業に 係る 1 7 年度 

の 負担割合や補助方式については、 1 6 年度と変更はしない 予定であ るので、 あ らか 

じめ了知願いたい。 

(3) 知的障害者生活支援事業 ( 生活支援 ヮ 一力一 ) について 

地域で生活する 知的障害者の 相談に応じ助言等を 与えるなど、 地域生活に必要な 支 

援 を行 う 知的障害者生活支援事業 ( 生活支援ワーカ 一 ) については、 地域から施設へ 

という流れの 中で重要な事業であ り、 平成 1 7 年度予算 ( 案 ) においては、 対前年度 

同数の 1 6 6 か 所を確保したところであ る。 したがって、 本事業の平成 1 7 年度にお 

ける新規承認は 行わないのでご 了知願いたい。 

地域で生活する 知的障害者が 安全で夫 適 な生活を送ることができるよ う 、 すでに本 

事業を実施している 都道府県・指定都市・ 中核市においては、 一層の支援内容の 充実 

をお願いしたい。 

(4) 知的障害者に 対するサービス 利用の支援について 

① 成年後見制度利用支援事業 

平成 t 5 年 4 月から施行している 支援 費 制度は、 利用者が事業者を 選択し、 契約 

によって、 サービスを利用する 仕組みであ ることから、 本人の意思に 基づく利用 契 

約 に対する支援が 重要であ る。 

このため、 都道府県、 市町村においては、 本人の意思により 契約を締結できるよ 

う 、 1 1 年度から実施している 地域福祉権 利擁護事業 ( 社会，援護局所管 ) につい 

て一層の普及をお 願いするとともに、 判断能力が不十分な 知的障害者に 係る成年後 

見制度の活用について、 文章にはふりがなを 振り、 わかりやすい 表記をしたパンフ 

レットの配布や 少人数を対象とした 説明会の開催等、 知的障害者に 配慮した取り 組 

みと同時に関係機関、 障害者団体等に 対し周知を図られたい。 

なお、 国においては、 成年後見制度の 利用による支援の 充実を図るため、 「介護 
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予防・地域支え 合い事業」 ( 老健局所管 ) のメニュ一事業の 一つであ る「成年後見 

制度利用支援事業」の 対象に、 1 4 年度より「知的障害者」を 追加し、 知的障害者 

が市町村長の 申し立てにより 成年後見制度を 利用する場合 ( 知的障害者福祉法第 

2 T 条の 3) に、 その手続きや 後見活動に係る 費用等について 補助を行っていると 

ころであ る。 

本 事業の実施状況を 見ると、 平成 1 4 年 4 月 1 日現在で 3 4 2 市町村 (1 0 ． 6 

%L 、 平成 1 5 年 4 月 1 日現在で 5 5 1 市町村 (1 7. 1%L 、 平成 1 6 年 4 月 1 日 

現在で 6 1 6 市町村 (1 9. 7%) となっているが、 今後とも成年後見制度利用便 

進 のための広報・ 普及に努め、 制度の利用に 係る経費の助成について 周知を図られ 

た い 。 

② 療育手帳 により受けられるサービス 内容の周知 

療育手帳 により旅客鉄道株式会社等の 旅客運賃の割引等の 援助措置を受けられる 

こととされているが、 都道府県等においては、 少なくとも療育手帳 を交付する際に 

知的障害者向けのサービスについて、 都道府県等でそれぞれの 実情に応じて 行われ 

るサービス内容を 含めて記載した 小冊子を配布し、 文章にはふりがなを 振り、 わか 

りやすい表記をすること 等により、 多くの機会において、 サービス内容について 理 

解しやすい工夫を 行 う など、 特段の配慮をお 願いしたい。 
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5
 珪 育児の療育支援等について 

(1) 重症心身障害児 ( 者 ) 通園事業について 

重症心身障害児 ( 者 ) 通園事業については、 1 7 年度予算 ( 案 ) においては、 B 型 

ほ ついて 1 0 か 所増を図ったところであ る。 

この事業の実施施設は、 A 型が重症心身障害児施設、 肢体不自由児施設及び 肢体 不 

自由 児 通園施設、 B 型が障害児 ( 者 ) 施設等となっているが、 国庫補助の対象につい 

て、 重症心身障害児 ( 者 ) の受け入れ体制に 支障がない場合は、 実施施設について 弾 

力 的な取扱いをしているところであ るので、 積極的な取り 組みをお願いしたい。 

なお、 A 型であ るにも 拘 わらず、 長期間にわたって 利用者が少数に 留まっている 施 

設 にあ っては、 ニーズの再度の 把握を行い利用増に 努めるとともに、 利用が伸びない 

場合には、 B 型への転換を 含め検討するなど、 適正な事業実施に 努められたい。 

(2) 難聴幼児通園施設の 運営について 

聴覚障害は、 早期に発見され 適切な支援が 行われれば聴覚障害に よ る影響が最小 

限 に抑えられ、 コミュニケーションや 言語の発達が 促進され、 社会参加が容易になる。 

従って早期に 聴覚障害を発見し、 児童及びその 家族に対して 援助を行 う ことは重要で 

あ る。 

聴覚障害の早期発見については、 平成 1 2 年に「新生児聴覚検査事業実施要綱」 

( 平成 12 年 10 月 20 日 月 登第 843 号児童家庭局長通知 ) が示され、 事業の実施にあ 

たって、 難聴 児 に対する早期療育が 開始できるよう 努めることとされているところで 

あ る。 

また、 高度の聴覚障害に 適応する人工内耳については、 装着後に長期の 訓練が必要 

となることから、 身近な施設で 療育が受けられる 体制整備が求められているところで 

あ る。 

このように、 難聴 児 に対する適切な 療育の提供体制を 整えることは 重要となって い 

ることから、 次の事項に留意の 上、 その推進に努められたい。 

ア 難聴幼児通園施設が 設置されている 都県、 指定都市においては、 新生児聴覚検査 

により発見された 児童を含め、 地域内の難聴幼児の 把握に努め、 児童相談所等の 関 

係機関への周知と 十分な連携を 図ることにより、 利用促進に努めること。 
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イ 難聴幼児通園施設が 設置されていない 道府県、 指定都市においては、 同検査によ 

り発見された 児童を含めた 地域内のニーズに 応じ、 施設の設置に 努めるとともに、 

障害児通園 ( デイサービス ) 事業などの活用を 図ること。 

また、 聾学校幼稚部においても、 指導を行っているところであ るので、 関係部局 

と十分連携を 図られたい。 

ウ 難聴幼児通園施設は 難聴幼児が対象となっているところであ るが、 難聴児童の早 

期療育が重要となっていることから、 同検査により 発見された乳児についても 対象 

とする よう 、 管内の施設に 対して指導方お 願いする。 

(3) 障害児施設における 被虐待 兜 愛人加算費及び 重度重複障害児加算 費は ついて 

障害児施設への 入所に係る実施主体の 在り方や施設体系については、 障害者自立支 

援 法案の施行後 3 年を目途として、 大人と同様の 新たなサービス 体系への移行等につ 

いて検討を行い、 必要な措置を 講ずることとしているところであ るが、 障害児施設に 

おける喫緊の 課題であ る虐待を受けて 障害児施設に 入所する児童や 重度重複の障害を 

もった児童に 対する支援体制の 充実を図るため、 平成 1 7 年度予算 ( 案 ) において、 

入所施設における 暫定定員の設定基準を 引き上げ、 その財源を基に、 「被虐待 兜 愛人 

加算 費 」及び「重度重複障害児加算 費 」を創設することとしている。 

障害児施設における 被虐待兜愛人加算費及び 重度重複障害児加算 費は ついて ( 案 ) 

Ⅰ． 目的 

本 加算賀 は 、 虐待を受けて 障害児施設に 入所する児童又は 重度重複の障害をもっ 

た入所児童等に 対し、 よりきめ細かな 支援が行えるよ う 、 必要な職員の 配置等施設 

の ニーズに応じた 一層の支援体制の 充実を図り、 もって、 障害児の福祉の 増進を図 

ることを目的とする。 

  

2. 被虐待 兜 愛人加算 費 

い ) 対象児童 

本 加算費の対象となる 児童は次の①又は②に 該当するものであ ること。 

ただし、 本 加算費の適用は 工人の児童につき、 1 日限りとし、 他の施設に 

おいて、 すでに加算 ( 「被虐待兜愛人加算賀 は ついて」 ( 平成 1 6 年 5 月 1 7 

一 25  一 



日雇 児 登第 0517001 号厚生労働省雇用均等・ 児童家庭局長通知による 被虐待 

兜 愛人加算を含む。 ) の 対象となっていた 児童については、 原則として加算 

は行わない。 

① 知的障害児施設、 第一種自閉症 児 施設、 第二種自閉症 児 施設、 盲児 施 
三 ;/@ 
巨ス、 ろう ぬ児 施設、 肢体不自由児施設、 肢体不自由児 療護 施設及び重症 

心身障害児施設に 入所する児童であ って、 児童相談所において 施設入所 

の主な理由が 虐待であ る児童及び施設入所の 主な理由ではないが 虐待を 

受けていたことが 児童相談所の 児童 票 により明らかな 児童。 

② 施設入所当初は 本加算費の対象となっていない 児童であ って、 その後 

の入所期間中において、 過去に虐待を 受けていたと 児童相談所において 

認められた児童。 

( 注 ) ここでい う 被虐待兜とは、 児童虐待の防止等に 関する法律第 2 条にい う 「虐 

待」に該当する 児童を指し、 本 加算費の対象についても 1 8 歳に満たない 者 

を 対象とする。 

(2) 適用期間 

本 加算費の適用期間は 次の①又は②によるものであ ること。 

① 施設入所段階で 当加算費の対象となった 児童については、 入所後 1 年 

間を適用期間とする。 

② 施設入所後に 本加算費の対象と 認められた児童については、 児童相談 

所が認めた月から 1 年間を適用期間とする。 

なお、 奉加算費の対象となった 児童が、 適用期間中に 他の施設 ( 施設 

種別の変更を 含む。 ) への入所の変更を 行った場合には、 (1) のただし 

書きに関わらず、 入所の変更後の 施設において、 入所の変更前の 施設の 

残余期間について 適用できることとする。 

ただし、 虐待を受けた 児童については 特に安定的な 環境の下での 職員 

との信頼関係の 構築及び愛着の 形成が必要であ ることから、 児童相談所 

は 児童が 1 年を経ずに他の 施設へ入所の 変更となることのないよう 予め 

必要な配意を 行 う こと。 

3. 重度重複障害児加算 費 

対象児童等 

奉加算費の対象となる 児童等は、 「障害児施設措置 費 国庫負担金及び 知的 

障害者施設措置貴国庫負担金 は ついて」 ( 平成 9 年 1 0 月 1 7 日厚生省 障第 
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2 6 3 号厚生事務次官通知 ) の別紙「障害児施設措置 費 国庫負担金及び 知的 

障害者施設訓練等支援 費等 国庫負担 ( 補助 ) 金 交付要綱 ( 以下「交付要綱」 

という。 )  の別表 1 に定める重度知的障害児加算 費 、 重度自閉症 児 加算 費 、 

盲ろうあ 児重度加算 費 、 肢体不自由児廉譲重度加算 費 、 重度肢体不自由児加 

算費の対象児童等であ って、 視覚障害、 聴覚若しくは 平衡機能の障害、 音声 

機能、 言語機能若しくはそ し やく機能の障害、 肢体不自由、 内部障害 ( 心臓、 

じん臓、 呼吸器、 ぼうこ う 、 直腸若しくは 小腸の機能の 障害又はヒト 免疫不 

全ウイルスによる 免疫の機能の 障害をい う 。 ) 、 知的障害又は 精神障害 ( 知 

的 障害を除く。 ) のうち 3 以上の障害を 有する児童等であ ること。 

なお、 加算費の認定に 当たり、 専門的な知見が 必要と認められる 場合には 

児童相談所長の 意見を聴かなければならない。 

( 注 ) この通知でい う 「児童等」とは、 1 8 歳未満児及び 在所期間の延長による 1 

8 歳以上の者を 指し、 奉加算費の対象については 1 8 歳以上の者も 対象とする。 

4. 加算費の使途 

奉加算 費は 、 被虐待兜又は 重度重複障害児を 支援するために 加算される経費で 

あ ることから、 それぞれの加算費の 目的に従って 支出するものとする。 

5. 経費 

被虐待兜愛人加算費及び 重度重複障害児加算 費は ついては、 交付要綱に定める 

ところにより 支弁するものとする。   
    
    

      [ 交付要綱 案 ] 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

各月の支弁額の 算式   
  
  

① 被虐待兜愛人加算 費 
  
  
  

被虐待兜愛人加算月額保護単価 37,800 円 X その月初日の 別に定める       
  

基準に よ る被虐待兜 数 
  
  
  
  

② 重度重複障害児加算 費 
  
  
  

重度重複障害児愛人加算月額保護単価 32,000 円 X その月初日の 別に       
    
    
  定める基準による 重度重複障害児 数   
    
      

一 27 一 



( 参考 ) 被虐待兜支人加算費の 適用期間について 

( 臆り 平た ]7 年Ⅰ 月 ] 郁人所 ( 荻 Ⅰ 侍児 として 毘 められ、 1 年以上億枚して 入所 ) づ 午后 17 年 4 月 - 平廣 ]8 年 3 月まで   
l7 年 l 月 2 月 3 月 l7 年 4 月 5 月 6 月 フ 月 8 月 9 月 l0 月 ll 月 l2 月 l8 年 ] 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 フ月 

( 月 2) 平成 ]7 年 5 月 5 日入所 ( 笘 内侍 児 として 俺 められ．「 年 以上 笘 抗して入所 ) づ 平成 ]7 年 6 月 - 平虔 ]8 年 5 月まで 

l7 年 l 月 2 月 3 月 l7 年 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 l0 月 ]] 月 l2 月 l8 年Ⅰ 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 フ月 

( 佑 3) 平成 ]7 年 5 月 5 日入所 ( 被 内侍 児 として 毘 められ、 ] 年末溝の平成 1B 年 2 月 7 日に 逗所 ) づ 平成 ]7 年 6 月 - 平成 ]8 年 2 月まで 

l7 年 ] 且 2 月 3 月 @7 年 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 l0 月 ]l 月 12 月 l8 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 

  
( 何 4) 千度 ]7 年 4 月 5 日入所 ( 入所後，千段 ]7 年 7 月 ] 日に 棋 立待 兜 として 再 められ， ] 年 以上 億ぬ して入所 ) ～ 平皮 ]7 年 7 月 - 辛皮 18 年 6 月まで 

l7 年 l 月 2 月 3 月 ァ丁年 4 月 5 月 6 月 7 月 R 月 9 月 l0 月 ll 月 l2 月 l8 年 l 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 

( 厄 5) 平成 ]7 年 ] 月 8 日入所 ( 社内侍 児 として 俺 められ． ] 年 以 よ億 鈍して入所 )  づ 平成 ]7 年 4 月 - 平成 ]8 年 1 月 まで   
17 年 l 月 2 月 3 月 17 年 4 月 5 月 6 月 7 月 9 月 9 月 10 月 ll 月 l2 月 l8 年 l 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 

( 抗 6) 平硅 「 7 年 ] 月 8 日入所 ( 入所後， 平虔 ]7 年 7 月 ] 日に在庄 侍児 として 且 められ、 ] 年 以上桂枝して 入所 ) ） 平成 ]7 年 7 月 - 平成 ]8 年 6 月まで 

l7 年 l 月 2 月 3 月 l7 年 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 l0 月 l Ⅰ 月 ]2 月 l8 年Ⅰ 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 

( 拐 7) 下 月期 而 中に 18 珪になった者 

平成 ]7 年 5 月 5 日入所 ( 入所 時 l7%6 か月 。 枝 立待兜として 俺 められ，在所Ⅰ曲を 廷 仮 して入所 ) づ 平成 ]7 年 6 月 - 平成 18 年 5 月まで 

l7 年 l 月 2 月 3 月 l7 年 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 l0 月 ll 月 l2 月 l8 年 l 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 

(4) 障害児施設における 暫定定員の設定基準の 変更について 

今般、 「被虐待兜愛人加算」及び「重度重複障害児加算」の 創設に当たって、 暫定 

定員の設定基準を 83% から 90% 。 に引き上げることとしたことに 伴い、 暫定定員の 

算定方法を次のように 変更することとしているが、 算定に当たって、 一時保護委託児 

童 数を人数に加えるほか、 直近 3 年度の平均による 算出を可能とするなど、 一定の配 
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慮を行っているところであ る。 

なお、 今般の暫定定員の 設定基準の見直しについては、 入所施設のみを 対象として 

いるところであ り、 通所施設の暫定定員の 設定については、 従前のとおりであ る。 

障害児施設 ( 入所施設に限る ) における暫定定員の 計算方法について ( 案 ) 

[ 現行の算式 ] 

[ 前年度の各月初日の 在籍児童数 ( 私的契約児を 含む。 ) の合計数 

- 1 2 月 ( 小数点以下の 端数切り上げⅥ 

x 1. 2 0 5 以内の数値 ( 小数点以下第 1 位の数値により 四捨五入 ) 

[ 見直し後の算式 ] 

次の算式 i から算式 4 のいずれかに よ り算出することとする。 

なお、 連続して 3 年を超えて暫定定員を 設定している 施設については、 定員を改 

定するものとする。 

( 算式 1 : 前年度の在籍児童の 延べ日数 ) 

[ 前年度の在籍児童の 延べ日数 ( 私的契約月、 一時保護委託児を 含む。 ) 

-3 0 ． 4 日 -1 2 月 ( 小数点以下の 端数切り上げⅡ 

X 1. 1 1 以内の数値 ( 小数点以下 策 上位の数値により 四捨五入 ) 

( 算式 2 : 直近 3 年度の在籍児童の 延べ月数 ) 

[ 直近 3 年度の在籍児童の 延べ日数 ( 私的契約月、 一時保護委託児を 含む。 ) 

-3 年 手 3 0 ． 4 日 キ 1 2 月 ( 小数点以下の 端数切り上げ 川 

X l. 1 1 以内の数値   /J 、 数点以下第 1 位の数値により 四捨五入 ) 

( 算式 3 : 前年度の各月初日の 在籍児童数 ) 

[ 前年度の各月初日の 在籍児童数 ( 私的契約月、 一時保護委託児を 含む。 ) の合計数 

十 1 2 月 ( 小数点以下の 端数切り上げ )] 

X 1. 1 1 以内の数値 ( 小数点以下第 1 位の数値により 四捨五入 ) 

( 算式 4 : 直近 3 年度の各月初日の 在籍児童数 ) 

[ 直近 3 年度の各月初日の 在籍児童数 ( 私的契約月、 一時保護委託児を 含む。 ) の合 
計数 

モ 3 年 キ 1 2 月 ( 小数点以下の 端数切り上げⅡ 

X 1. 1 1 以内の数値 ( 小数点以下第 1 位の数値により 四捨五入 ) 
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[ 事務費保護単価の 特例措置の基準について ] 

( 昭和 4 7 年 4 月 3 日月令第 1 3 号厚生省児童家庭 局 企画課長通達関連 ) 

平成 1 7 年度の保護単価の 設定に際して、 次に掲げるような 事例があ り、 定員の 

改定または暫定定員の 設定が極めて 困難な場合には、 交付要綱の保護単価等の 特例 

措置に関する 協議を当省に 対して行な う ものとする。 

1  暫定定員を超過して 入所措置を行い、 その超過期間が 連続して 3 ケ 月を越え 

るもの、 かつ、 管内の他の同種の 施設も定員をおおむね 充足しているもの 

2  その他明らかに 合理的な特殊事情があ ると認められるもの 

[1 0 月計算の適用 ] 

( 昭和 4 7 年 4 月 2 2 日月余第 1 5 号厚生省児童家庭 局 企画課長通達関連 ) 

暫定定員の設定に 当たっては 1 2 月平均による 算出方法が原則であ り、 1 0 月計 

真に ついては、 都道府県等において 暫定定員の設定を 行 う 場合に個々の 施設の状況 

を勘案して適用するものであ り、 一律に 1 0 月計算を適用することは 認められない。 

例えば、 1 2 月計算でも繰越金や 人件費積立金等の 活用により、 児童の処遇の 低下 

を招かないと 判断される場合においては、 1 0 月計算は適用しないものとする。 

なお、 上記によってもやむを 得ず 1 0 月計算の適用を 行う場合は、 次に掲げる事 

例について、 当分の間、 事務費保護単価の 特例措置の基準 2 に該当するものとして 

取扱うこととし、 ①については、 下記のいずれかの 計算方式によって 差し支えない 

ものとし、 また、 これに該当する 施設は当省の 包括承認があ ったものとみなし、 個 

々の施設についての 特例措置の協議は 必要としないものとして 取り扱われたい。 

また、 ②の事例についても 次のいずれかの 算式によるものとする。 

①学齢の児童が 多いため年度のはじめに 特に児童数が 減少するなどの 理由によ 

り、 各月初日現在の 在籍児童数が 月により変動のあ るもの。 

②暫定定員の 設定を行 う ことにより、 現にいる職員の 整理が必要となるもの。 

( 算式 1 : 前年度の在籍児童の 延べ日数 ) 

[ 前年度の在籍児童の 延べ日数 ( 私的契約月、 一時保護委託児を 含む。 ) 

-3 0 ・ 4 日 - 1 0 月 ( 充足率の低 1,@2 ケ 月を除き、 小数点以下の 端数切り上げⅡ 

X l. 1 1 以内の数値Ⅱ、 数点以下第 1 位の数値により 四捨五入 ) 

( 算式 2 : 直近 3 年度の在籍児童の 延べ日数 ) 

[ 直近 3 年度の在籍児童の 延べ日数 ( 私的契約 月 、 一時保護委託児を 含む。 ) 
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-3 年 手 3 0 ． 4 日 千 1 0 月 ( 充足率の低い 2 ケ 月を除き、 小数点以下の 端数 切 

り 上げ )] 

X 1. 1 1 以内の数値 ( 小数点以下第 1 位の数値により 四捨五入 ) 

( 算式 3 : 前年度の各月初日の 在籍児童数 ) 

[ 前年度の各月初日の 在籍児童数 ( 私的契約 月 、 一時保護委託児を 含む。 ) の合計数 

壬 1 0 月 ( 充足率の低い 2 ケ 月を除き、 小数点以下の 端数切り上げ )] 

x l. l n 以内の数値 ( 小数点以下 策 1 位の数値により 四捨五入 ) 

( 算式 4 : 直近 3 年度の各月初日の 在籍児童数 ) 

[ 直近 3 年度の各月初日の 在籍児童数 ( 私的契約 月 、 一時保護委託児を 含む。 ) の 合 
計数 

子 3 年 モ 1 0 月 ( 充足率の低い 2 ケ 月を除き、 小数点以下の 端数切り上げ )) 

x l, 1 1 以内の数値 ( 小数点以下第 1 位の数値により 四捨五入 ) 

6  平成 ] 7 年度における 畦善 福祉施設の整備について 平成 1 6 年度から平成 1 7 年度の継続分ほついては、 4 月当初に内示を 行 う と と し 

て 事務を進めているところであ り、 各都道府県・ 市においては、 各地方厚生 ( 支 ) 局に 

対して、 速やかに関係書類を 提出されるよ う、 ご 協力願いたい。 

なお、 提出が遅れる 場合にあ っては、 当初内示の時期が 遅れることとなるので 了知 願 

いたい。 

平成 1 7 年度の新規 分は ついては、 平成 1 7 年 1 月 1 9 日の全国厚生労働関係部局長 

会議においても 示したとおり、 極めて厳しい 状況にあ ることから、 平成 t 7 年度におい 

て 緊急，性の高い 整備が協議されているものと 理解しているところであ るが 特に、 入所 

施設については、 真に必要なものに 限定することとしていることから、 ソフト事業面に 

ついて、 今後、 必要な資料を 求めることもあ るので了知願いたい。 
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7
 曄善 者 ( 児 ) 福祉施設等における 不祥事の発生防止及びその 対応について 
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よっては、 法人組織の再検討も 視野に入れるとともに、 関係者の社会的責任を 明確 

にするために 氏名の公表等も 検討されたい。 さらに、 内容によっては、 刑事告発の 

可否も検討されたい。 

なお、 人権 侵害等の不祥事が 発生した施設については、 

・ 施設における 職員会議や法人理事会が 管理者等の一方的な 意思の伝達の 場 と 

なっているなど 実質的に機能していないこと 

  利用者の家族等とのコミュニケーションが 希薄であ ったり、 情報公開や第三 

者 評価等の取組が 低調であ ったりすること 

  施設支援計画が 形式的には定められているが、 その内容に個人差がなく、 適 

時適切に見直しがなされていないこと 

  特定の利用者への 支援が特定の 職員のみによって 行われており、 組織として 

利用者の状態の 把握ができておらず、 かつ支援目標等が 共有されていないこと 

  職員の支援技術の 向上のための 研修への参加が 低調であ ること 

Ⅰ "" 圭 
  苦情解決体制は 整備されているが、 苦情解決の夫 偵が 皆無に近く、 実質的に 

機能していないこと 

といった状況が 見受けられることから、 これらの状況が 複数又は単数であ っても顕 

著にあ ると判断される 場合は 、 例えば、 以下のように、 指導・監査手法を 工夫し 、 

その実態の把握に 努めるとともに、 問題点を早急に 改善するよ う 重点的な指導を 行 

う ことを検討されたい。 

また、 このような施設においては、 一時的に問題点が 改善されるのみの 場合も考 

えられることから、 継続的に指導を 行 う よ う 留意されたい。 

[ 指導・監査手法の 工夫 ( 案 )] 

  日時を特定せず、 指導・監査等を 行 う こと 

  指導・監査時においては、 施設の管理者や 法人の責任者だけでなく、 個々の 職 

員からも施設全体の 運営に当たっての 課題や利用者支援における 問題がないか 意 

見を聴くこと 

  指導・監査時においては、 利用者等の意見を 聴くこと 

  施設の管理者や 法人の責任者に、 人権 侵害防止に関する 施設としての 考え方、 

取組状況及びその 評価について 聴くこと 

  施設の管理者や 法人の責任者に、 支援困難者に 対する施設としての 支援方針、 

取組状況及 び その評価について 聴くこと 

米 なお、 施設の職員や 利用者等に意見を 聴く場合にほ、 本人の意向を 踏まえ、 本 

人 に不利益が及ぶことのないよう 十分配慮した 方法で行 う こと 
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② 不正・不明瞭な 経理処理の防止について 

社会福祉施設の 経理処理に当たっては、 社会福祉法及び 関係通知等に 基づき適正 

な記録と透明性の 確保を図ることが 重要であ り、 都道府県等においては、 引き続き、 

指導監督の登底に 努められたい。 

③ 施設整備に係る 不正の防止について 

社会福祉施設整備費に 係る不正受給等の 防止については、 かねてから指導監督の 

徹底をお願いしているところであ るが、 引き続き、 施設整備業務の 再点検の強化と 

未然防止策の 検討を行い、 発生防止に努められたい。 

④ 苦情解決の取組について 

障害者 ( 月 ) 福祉施設の利用者等の 権 利擁護の観点から、 障害者 ( 月 ) 福祉施設 

の 最低基準において、 苦情を受け付けるための 窓口を設置する 等の必要な措置を 講 

じなければならないことを 明記しているところであ る。 

利用者が苦情を 申し出られない 事態が、 結果として権 利侵害に至り ぅ ることを 考 

えた場合、 苦情解決の仕組みは、 利用者の権 利擁護を確立する 上で極めて重要な 位 

置を占めるものであ ることは、 申し上げるまでもないことであ る。 

平成 1 5 年に実施された 社会福祉施設等調査によると、 未だに苦情解決体制が 整 

偏 されていない 施設が見受けられる。 

都道府県においては、 各施設において 苦情解決の仕組みが 整えられることはもち 

ろん、 利用者やその 家族に苦情解決の 仕組みや窓口の 存在 ( 都道府県社会福祉協議 

会に置かれる 運営適正化委員会の 役割や各施設との 関係も含めて ) を分かりやすく 

具体的に周知できるよ う、 引き続き指導登底を 図られたい。 

( 参考 ) 障害者施設の 取組み状況 

施 設 種 月 『」 

施設 数 
う ち、 苦情解決の 
ための取組あ り 

身体障害者 療護 施設 450 441@(98.0%) 

知的障害者更生施設 1,430 1,394(97.5%) 

害 障 児 施 設 830 790@(95.2%) 

Ⅹ「平成 1 5 年社会福祉施設等調査」より 

一 34  一 



⑤ 施設・事業所のサービスに 関する第三者評価について 

第三者評価事業については、 1 5 年度に全国社会福祉協議会において、 福祉サー 

ビスの第姉者評価事業等の 見直し等について 研究を行い、 その結果等を 踏まえ新た 

な 「福祉サービス 第三者評価事業に 関する指針について」を 取りまとめ、 お示しし 

ているところであ り、 同事業の着実かつ 円滑な普及・ 定着を図っているところであ 

る 。 なお、 障害分野における 第三者評価基準等については、 年度内を目途に 通知す 

る予定であ る。 

障害関係施設・ 事業所においてもサービスの 質の向上を図る 観点から積極的に 第 

三者評価を受けることが 重要であ ることから、 都道府県レベルにおける 第三者評価 

の推進体制整備促進を 図るとともに、 管下施設・事業所に 対して、 第三者評価の 受 

審を促す よう ご指導願いたい。 

8. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの 園における取組みに つ い 

て 

(1) のぞみの園における 地域生活移行への 取組み 

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの 園においては、 一昨年 1 0 月の 

独立行政法人化以来、 入所者の地域移行について、 積極的に取り 組んでいるところで 

あ る。 

入所者の移行先については、 出身地域や近隣地域のバループホーム 等への移行を 基 

本として進めているところであ る。 実践においては、 入所者本人の 意向はもちろんの 

こと、 保護者等の家族の 意向、 本人の生活歴等も 尊重しつつ、 個々の入所者ごとに 慎 

重 かつ丁寧に進めていくことを 基本としている。 

特に、 愛人先となる 関係地方公共団体等への 働きかけ・情報交換を 含む相互の連携 

体制の確立は 重要な課題であ り、 その取組を全国に 事例として発言することが 必要で 

あ ると考えている。 

現在、 のぞみの園においては 様々な取組を 行っており、 その詳細については、 ニュ 

一 スレターを通じて 情報提供をしているところであ り、 その活用を図られたい。 

また、 今までの活動においても、 関係地方公共団体等との 協議を行っているところ 

であ るが、 さらに、 対象を広げ、 複数の地方公共団体等へ 協議を行うこととしている 

ので、 協力 方 をお願いした い 。 
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(2) のぞみの園における 養成・研修の 実施について 

のぞみの園においては、 調査・研究の 成果を踏まえ、 全国の知的障害者の 支援の業 

務に従事する 者に対し、 専門的・体系的な 養成・研修事業を 以下のとおり 実施するこ 

ととしているので、 管内の関係団体及び 施設に対する 周知 方 お願いしたい。 

巧 f 協 R 三 コース 期間 定員 開催場所 開催予定日 

地域移行セミナー 3 日 3 0 0 人 高崎シティギャラリ 一 平成 1 7 年 7 月 

( 基礎コース ) コアホール 1 1 日色 貝 ) ～ 1 3 日く水 ) 

地域移行セミナー 4 日 平成 1 8 年Ⅰ 月 
( 発展コース ) 50 人群馬厚生年金会館 ( ウエルシティ 前橋 ) 1 7 日 ( メく ) ～ 2 0 日 ( 金 ) 

知的障害者の 健康 3 日 平成 1 7 年 1 1 月 
管理セミナー 50 人群馬厚生年金会館 ( ウェルシティ 前橋 ) 9 日 ( 水 ) ～ ¥ 1 日 ( 金 ) 

Ⅹ募集に関する 窓口 
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの 国 

企画研究部 企画研究 課 養成研修 係 ( 担当 : 山崎 ) 
TEL@ 027-320-1367@ FAX@ 027-320-1368@ E-mail@ yamazakit@nozomi ， go ・ jp 

9  平成 1 8 年度以降の障害福祉課関係予算について 

平成 1 8 年度予算要求は、 本格的な新法の 実施に向けた 要求となり、 新制度に沿った 

形となるため、 今までの事業を 大幅に組み替えることや、 予算費目を大幅に 組み替える 

こととしているので、 今後は逐次各都道府県・ 市に情報提供していくとともに、 各都道 

府県・市においても 遺漏のないよう 留意願いたい。 

なお、 進行性筋萎縮症者療養等給付事業や 居宅生活支援 費は ついては、 平成 1 8 年 1 

月から義務的経費化となり、 年度途中において 予算費目の変更があ ることから、 交付申 

請 等においても 費目を分ける 必要が生じる。 追って交付要綱を 発出することとなるが、 

各都道府県・ 市においては、 十分に留意の 上、 事務処理にあ たるとともに、 管内市町村 

に 対してその 旨 周知願いたい。 

また、 平成 1 7 年度予算の執行については、 厳しい財政状況の 中で必要な予算を 確保 

したところであ るが、 新規事業の協議等にあ っては、 1 8 年度以降の制度改革なども 踏 

まえ、 真に必要な事業か 十分に精査されたい。 

さらに、 平成 1 6 年度予算執行にあ たっては、 各地方自治体において 受け入れ未済が 

ないよう、 特に注意されたい。 
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障害保健福祉関係主管課長会議 資米 ， 牛 

平成 1 7 年 3 月 1 8 日 ( 金 ) 

社会・援護局障害保健福祉部 
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Ⅰ 良賈かつ適切な 精神医療等の 効率的な提供について 

(] ) 精神科救急システムの 整備について 

精神科救急医療システムの 整備については、 各都道府県，指定都市が 実状に応 

じて、 精神障害者の 緊急時における 適切な医療及び 保護の機会を 確保するための 

体制整備を行 う 事業として、 精神科救急医療システムの 運営に関する 国庫補助事 

業を実施してきたところであ り、 この間、 精神保健福祉法に 基づく移送を 適正・ 

円滑に実施するための 精神科救急情報センター や 、 在宅の精神障害者の 症状の悪 

化に対して早期に 適切な医療を 提供するための 精神科初期救急医療システムを 整 

偏 するなど、 同事業の充実に 努めてきたところであ る。 さらに、 一般救急、 と同様 

にセンタ一機能を 持っ中核的な 救急医療施設を 地域ごとに整備していく 必要があ 

ると考えており、 平成 1 7 年度予算案では、 これまでの輪番制病院や 医療相談窓 

口などの精神科救急医療体制の 整備に加え、 「精神科救急医療センター」を 整備 

するための予算を 新たに盛り込んだところであ る。 

精神科救急医療システムの 充実・強化は、 「入院医療中心から 地域生活中心 

へ」 という精神保健福祉施策の 基本的な施策を 推し進め、 精神障害者が 安心して 

地域で生活するためにも 必要不可欠であ ると考えており、 着実な精神科救急医療 

体制の整備の 推進をお願いしたい。 

(2) 甘神 医療審査会の 適切な運営について 

精神医療審査会は 在院患者の人権 確保の観点から 極めて重要な 役割を果たすも 

のであ るが、 退院請求・処遇改善請求等の 処理に要する 平均的な日数が 1 ケ 月を 

超える都道府県等があ るなど、 不適正な状況が 見受けられる。 

都道府県等におかれては、 平成 1 2 年 3 月 2 8 日 障 第 2 0 9 号厚生省大臣官房 

障害保健福祉部長通知「精神保健及び 精神障害福祉に 関する法律第 1 2 条に規定 

する精神医療審査会 は ついて」に基づき、 精神医療審査会の 適正な運営を 図るよ 

う に徹底きれたい。 

(3) 精神病院に対する 指導監督等について 

精神保健福祉施策の 推進については、 かねてより人権 に配慮した適切な 医療・ 

保護の確保に 努めていただいているところであ るが、 厚生労働省としても、 近年 

の 精神病院における 人権 侵害事案の発生等にかんがみ、 より適正な入院患者の 医 

療，保護の確保を 図るため、 都道府県知事・ 指定都市市長が 精神病院に対して 実 

施した実地指導等を 検証する「精神病院実地検証」を 実施している。 

精神病院を実地検証した 結果、 一部の精神病院において、 不当な身体拘束や 開 

放 処遇の制限などの 指導が登底されていない 事例が未だに 見られるとともに、 係 
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る 不当な身体拘束等の 重要事項について 指導が登底されていない 事例があ る。 

また、 不適切な定期病状報告の 事例も認められている。 

精神病院入院者の 適切な処遇の 確保等については、 精神病院に対する 実地指導 

後の措置として、 平成 1 1 午の精神保健福祉法改正により、 改善計画の提出を 求 

め、 若しくは提出された 改善計画の変更を 命ずることができ、 これらの命令に 従 

れない場合には 入院医療の提供の 全部又は一部の 制限ができることとされたこと 

により、 都道府県知事等の 権 限が強化されており、 各都道府県・ 指定都市におい 

ては、 適正かっ効果的な 指導監督に努められた い 。 

なお、 貴 管内医療機関に 対し実地指導を 実施する際には、 精神保健福祉法及び 

関係通知 ( 平成 1 0 年 3 月 3 日 障 第 1 1 3 号・ 健 政秀第 2 3 2 号・医薬登第 1 7 

6 号・ 社援 第 4 9 1 号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、 健康政策局長、 社会・ 

援護局長通知「精神病院の 指導監督等の 徹底について」等 ) の趣旨を踏まえ、 一 

層の指導強化を 図るよ う お願いしたい。 

2  精神陣吉 者 社会復帰施設について 

(1 ) 精神障害者社会復帰施設の 整備について 

平成 1 7 年度精神障害者社会復帰施設に 係る整備は、 障害者施策の 制度改革で 

予定している 新たな障害福祉サービス 事業体系等に 基づき、 次の点に該当する 整 

備であ って、 かつ、 真に緊急性・ 必要性の高い 施設の整備を 優先的に行 う ものと 

しているのでご 了知願いた い 。 各都道府県・ 指定都市におかれては、 精神障害者 

社会復帰施設の 計画的な整備の 推進をお願いしたひ。 

① 平成 1 8 年 1 0 月より予定している 新たな障害者サービスの 事業体系への 

転換等を見据えた 整備内容であ ること。 

② 都道府県等の 障害者計画に 沿った事業であ り、 かつ、 医療と福祉の 連携 体 

制の整備を進めている 地域における 整備であ って、 障害保健福祉圏域毎の 均 

衡のとれた整備であ るもの。 

なお、 今後のスケジュールとしては、 平成 1 6 年度から平成 1 7 年度の継続分 

ほついては、 4 月当初に内示を 行うこととしており、 平成 1 7 年度新規採択 分に 

ついては、 追って内示を 行う予定で事務を 進めているところであ る。 
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(2) 窩神年 言者社会復席施設に 対する指導監査等の 倣 底は ついて 

会計検査院が 実施した平成 1 5 年度決算検査報告においては、 一部の社会復帰 

施設について、 国庫補助金の 返還を要する 不適切な事務処理が 行われていたと 指 

捕 されている。 

これら状況に 鑑み、 各都道府県・ 指定都市においては、 下記指摘事例に 十分留 

意の上、 貴管内施設に 対する指導監査等の 一層の強化を 図るよ う お願いしたい。 

[ 指摘事例 ] 

①「建物内の 一画に作業室等を 設ける改修工事を 対象経費に計上」 

②「授産事業に 係る備品を対象経費に 計上」 

③「職員の飲食代を 対象経費に計上」 

④「福祉工場の 事業に係る光熱水 費 等を対象経費に 計上」 

⑤「法人と施設を 同一会計とし、 経費内訳も不明瞭のまま 対象経費に計上」 

⑥「補助事業で 取得した施設を 無断で担保に 供していた」 

⑦「交付申請書に 記載された計画段階の 数値を使って 算出した額により 実績 報 

告を行っており、 国庫補助金を 過大に受領していた」 

3  精神障害者居宅生活支援事業の 実施について 

精神障害者居宅生活支援事業については、 精神障害者居宅介護等事業 ( ホーム 

ヘルプサービス ) 、 精神障害者短期入所事業 ( ショートステイ ) 及び精神障害者 

地域生活援助事業 ( グループホーム ) を、 平成 1 4 年度から住民に 最も身近な行 

改 機関であ る市町村において 一体的に実施し、 地域における 精神障害者の 日常生 

活を支援することにより、 精神障害者の 自立と社会参加の 促進に寄与していると 

ころであ る。 

本 事業については、 平成 1 7 年 4 月より、 事業内容及び 単価の見直しなど、 下 

記 のとおり事業の 適正化を図ることとしている。 

また、 平成 1 8 年 1 月より、 障害者自立支援法に 基づく、 三障害共通の 新たな 

枠組みの下で、 現行の裁量的経費から 義務的経費に 変更することとし、 それに伴 

って、 報酬体系及び 利用者の費用負担について 見直しを図ることとしている。 

各都道府県におかれては、 関係者に対し 木事業の利用手続き 等についての 周知 

徹底をお願いするほか、 本事業の全市町村での 実施を推進するとともに、 市町村 

においてその 適正な執行が 図られるよ う 、 特段の御配慮をお 願いしたい。 
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0  精神障害者居宅介護等事業 ( ホームヘルプ ) の見直しの内容 

， 便宜の内容の 見直し ( 案 ) 

「精神障害者居宅生活支援事案 ( 別紙 1 ) 精神障害者居宅介護等事業連言悪名 ( 新出対象 表 ) J 実 柱 枠 

  現 行   改 正 案   

5  便宜の内容 

(l) 家事に関すること。 

ア 調理 

イ 生活必需品の 買い物 

ウ 衣 煩の洗濯、 補修 

エ 住居等の掃除、 整理整頓 

才 その他必要な 家事 

(2) 身体の介護に 関すること。 

ア 身体の清潔の 保持等の援助 

イ 通院、 交通や公共披閲の 利 m 等の援助 

ウ その他名・ 要な 身体の介護   
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5  便宜の内容 

(@) 家事に関すること。 

ア 調理 

イ 生活必需品の 買い物 

ウ 衣領の洗濯、 補修 

エ 住居等の掃除、 整理整頓 

才 その他必要な 家事 

(2) 身体の介護に 関すること。 

ア 身体の清潔の 保持等の援助 

世途 
上 その他 老 ・ 要な 身体の介護   

(3)    軌     に     ること   

通院、 交通や公共機関の 利 m 等の援助 

一 (4)  相談及 び 助言に関すること。   
生活、 身上、 介護に関する 相談、 助言 

  単価の見直し ( 案 ) ( ) 内は現行単価 

30 分を超え Ⅰ時間を超 Ⅰ時間 30 分 
便宜の内容 30 分以下 て 1 時間 えて 1 時間 を超えて 

以下 30 分以下 30 分 ごと 

ァ 身体介護中心業務 2,310 再 現行どおり 5,840 円 830 円 
身体介護を伴 う 移動支援 ( 設定なし )  (4.020 円 ) (6,030n) (2,010 円 ) 

ィ 家事援助中心業務 800 円 現行どおり 2,220 円 830 円 

身体介護を伴わない 移動支援 ( 設定なし )  (1.530 円 )  (2,290 円 ) (760 円 ) 

Ⅹ 3 0 分以下単価の 設定により、 r 巡回型」の区分を 廃止する。 

Ⅹ移動支援における 身体介護を伴う 場合と伴わない 場合の判断について 

移動支援における 身体介護を伴 う 場合とは、 移動支援を行 う 際に実際に身 

体 介護を行ったか 否かではなく、 当該精神障害者の 日常生活において 身体介 

護が必要な者であ って、 移動支援のサービス 提供時にも当然に 身体介護 サ一 

ビスを提供されることが 想定されるか 否かによって 、 各々の実施主体が 判断 

するものであ ること。 
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進 方策マニュアル」及び 保健医療従事者を 対象とした「 う つ対応マニュアル」を 

とりまとめ、 平成 1 6 年に業務参考資料として 配布したので、 引き続き地域精神 

保健医療活動の 更なる充実を 図るため活用されたい ( マニュアル全文… http ノ /w 

ww ． mhlw ． go ・ jp/shingi/2004/01/s0126-5.@html)@ o 

また、 地域における 身近な支援体制の 強化を図る と ヵ ラ っ 病 ，自殺予防 対 

策 として有効であ ることから、 平成 1 6 年度より、 地域住民が抱える う つ、 スト 

レス、 不眠等の心の 健康問題に関する 知識や対応方法を 地域精神保健従事者に 習 

得させるための 研修を国立保健医療科学院において 実施している。 平成 1 7 年度 

からは、 地域においてこころの 健康づくりに 関する研修を 行な う ための経費と、 

地域におけるこころの 健康問題に関する 正しい知識の 普及啓発を促進するための 経費に 

ついても計上している。 関係機関に所属する 保健 師 ・精神保健福祉士等のこれら 

の 研修への参加について 御 配慮いただきたい。 

この他、 「いのちの電話」においては、 相談体制の充実強化を 図るとともに、 

1 2 月 1 日を「いのちの 日 」として位置づけ、 その後 1 週間、 「いのちの電話」 

によるフリーダイヤル 電話相談を実施することとしている。 また、 労働者の自殺 

予防対策に関しては、 普及啓発を行うほか、 メンタルヘルス 対策として、 地域， 

職域の連携を 図るため、 1 7 年度より新規に「働き 盛り層のメンタルヘルスケア 

支援事業」を 実施することとしており、 都道府県労働局との 連携についてご 配慮 

いただきたい。 

さらに、 厚生労働科学研究などにおいて、 自殺事例の実態を 調査し、 自殺に至 

った 経緯を多角的に 分析し、 原因を明らかにするとともに、 予防対策や自殺と 関 

連の深い精神疾患に 関する研究などが 実施されているところであ り、 引き続き、 

これらの調査研究を 推進することとしている。 

(2) PTSD ( 外使 徒 ストレス 樟害 ) 対策の推進について 

大規模な災害や 犯罪等により 被害を受けた 者に対する心のケアの 充実強化を図 

るため、 平成 8 年度から、 精神保健福祉センター、 保健所、 病院などに勤務して 

いる医師、 看護 師 、 精神保健福祉士等を 対象に、 PTSD ( 外傷後ストレス 障 

害 ) に関する専門的な 養成研修を実施している。 ついては、 関係機関に所属する 

職員の当研修会への 参加について 配慮いただき、 本 研修の修了者名簿についても 

活用され、 関係機関の連携強化を 図っていただきたい。 

特に貴都道府県内において、 災害や犯罪等が 起きた場合の 被害者の心のケア 対 

策を行っていく 際には、 本 研修の修了者の 積極的な活用について 十分留意いただ 

きたい。 
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(3) 児童思春期の 心の健康づくり 対策の推進について 

児童思春期の 心の問題に対する 相談については、 精神保健福祉センター 、 保健 

所、 児童相談所等において 実施しているところであ るが、 思春期精神保健に 関す 

る 専門家が少なく、 各機関における 相談体制が十分ではないことから、 平成 1 3 

年度から、 精神保健福祉センター、 児童相談所、 保健所、 病院等に勤務している 

医師、 看護 師 、 精神保健福祉士、 児童指導員等を 対象として、 思春期精神保健の 

専門家の養成研修を 実施している。 ついては、 精神保健福祉センター、 保健所、 

児童相談所等の 関係機関に所属する 職員の当研修会への 参加について 配慮いただ 

きたい。 また、 別途配布している 研修修了者の 名簿についても 活用され、 関係機 

関との連携強化を 図っていただきたい。 

児童思春期の 心の問題については、 その原因や対応が 多様であ ることから、 精 

神保健福祉センター、 児童相談所、 教育機関、 警察等の関係機関が 連携をとりっ 

っ 、 専門家チーム 等を編成し、 発見・相談から、 指導・解決まで 総合的な対応を 

行 う 思春期精神保健ケースマネジメントモデル 事業を平成 1 3 年度から実施して 

おり、 ホモデル事業の 結果を基にした 事例集を作成し、 各地域に配布することと 

しているので、 その際は本事例集を 思春期精神保健対策の 推進に活用していただ 

きたい。 

(4) r こころのバリアフリー 宣言」について 

平成 1 6 年 3 月に 、 心の健康問題の 正しい理解のための 普及啓発検討会におい 

て、 丁 「こころの バ リ ア フリー宣言」～精神疾患を 正しく理解し、 新しい一歩を 

踏み出すための 指針～』が取りまとめられたところであ る。 ( 報告書等… http     

//www.mhlw.go.jp/shingi/2004/03/s0331-4.html) 

ついては、 地域における 普及啓発の取り 組みの参考となるため、 広く周知を図 

られたい。 
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し 、 しい 一 み ための指針～ 

( あ なたは絶対に 自信があ りますか、 心の健康に ?] 

第 1 : 精神疾患を自分の 問題として考えていますか ( 憶 t@o) 
  精神疾患 は 、 糖尿病や高血圧と 同じで誰でもかかる 可能性があ ります。 

  2 人に ] 人は過去「 ケ 月間にストレスを 感じていて、 生涯を通けて 5 人に ] 人は 精 

神疾患にかかるとい れ れています。 

第 2 : 無理しないで、 何色身体も ( 予防 ) 
， ストレスにうまく 対処し、 ストレスをできるだけ 減らす生活を 心がけましょう。 

  自分のストレスの 要因を見極め、 自分なりのストレス 対処方法を身につけましょう。 

・ サポートが得られるような 人間関係つくりにっとめましょう。 

第 3 : 気 ついていますか、 心の不調 ( 気 づき ) 

  早い段階での 気 づきが重要です。 

  早期発見、 早期治療が回復への 近道です。 

  不眠や不安が 主な最初のサイン。 おかしいと思ったら 気軽に相談を。 

第 4 : 知っていますか、 精神疾患への 正しい対応 ( 自己，周囲の 認識 ) 
， 病気を正しく 理解し、 焦らず時間をかけて 克服して い きましょう。 

  休養が大事、 自分のリズムをとりもどそ う 。 急がぽまわれも 大切です。 

， 家族 ゆ 周囲の過干渉、 ョ桂 難は回復を遅らせること ち 知ってくださし ) 。 

( 社会の支援が 大事，共生の 社会を目指して ] 

第 5 : 自分で心の バ l 」 アを 作らない ( 肯定 ) 
・ 先入観に基づくかたくなな 態度をとらないで。 

  精神疾患や精神障害者に 対する誤解や 偏見は 、 古くからの慣習 ゆ 風評、 不正確な事 

件 報道や情報等により、 正しい知識が 伝わっていないことから 生じる単なる 先入観 

です。 

  誤解ゆ偏見に 基づく拒否的態度ほ、 その人を深く 傷つけ病状をち 悪化させることさ 

えあ ります。 

第 6 : 認め合おう、 自分らしく生きている 姿を ( 受容 ) 
， 誰もが自分の 暮らしている 地域 ( 街 ) で幸せに生さることが 自然な姿。 

・ 誰もが他者から 受け入れられることにより、 自らの 力 をより発揮できます。 

第 7 : 出会いは理解の 第一歩 ( 出会い ) 

  理解を深める 体験の機会を 活かそ う 。 

  人 との多くの出会いの 機会を持っことがお 互いの理解の 第一歩となるほずです。 

  身近な交流の 中で自らを語り 合えることが 大切です。 

第 8 : 互いに支えあ う社会つくり ( 参画 ) 

， 人格と個性を 尊重して互いに 安ぇ ぁぅ 共生社会を共に 作り上けよ う 。 

  精神障害者も 社会の一員として 誇りを持って 積極的に参画することが 大切です。 
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6  その他 

(] ) 精神保健指定医新規申請 甘類は ついて 

精神保健指定医の 指定申請書類については、 平成 1 6 年度から、 精神保健指定 

医 研修会の場において、 申請者に対する 申請書類記載事項の 確認の登底を 指導す 

るとともに、 地方厚生局及び 厚生労働本省における 審査事務処理期間の 短縮を図 

ることとしており、 各都道府県、 指定都市においても、 申請時における 申請書類 

の 内容確認を行い、 不備等が認められた 場合には申請者に 確認するなど、 申請書 

類の事前確認の 御協力を御願いしていることもあ り、 従来に比べ申請書類の 審査 

に 係る時間は短縮されている 状況であ る。 

ついては、 平成 1 7 年度においても、 指定事務をさらに 迅速に行 う ため、 別添 

「精神保健指定医新規申請書類の 内容確認について」を 参照の上、 引き続き特段 

の 配慮をお願いしたい。 

(2) 精神保健研究所の 研 綾 予定について 

国立精神・神経センター 精神保健研究所においては、 国、 地方公共団体並びに 

精神保健及び 精神障害者福祉に 関する法律第 1 9 条の 8 の規定による 指定病院等 

において精神保健福祉の 業務に従事する 医師、 保健 師 、 看護 師 、 臨床心理業務に 

従事する者、 作業療法士、 精神保健福祉士等を 対象に、 精神保健福祉技術者とし 

て 必要な資質の 向上を図ることを 目的として、 精神保健福祉各般にわたる 専門的 

な知識及び技術習得に 関する研修を 行っている。 

昭和 3 4 年度に研修を 開始してから 平成 1 5 年度までの修了者数は 7, 8 7 9 

名 に達しており、 その多くは全国各地において 精神保健福祉分野の 専門技術者と 

して活躍されている。 

平成 1 7 年度は、 医学課程として、 発達障害の診断・ 治療に関する 最新の知見 

と支援の実際、 摂食障害の病態と 治療に関する 最新の知見 (E 節筈対象、 看護 師 

対象 ) 、 精神科長期在院患者の 退院促進のための 社会復帰リハビリテーション 、 

我が国における 包括型地域生活支援プロバラム (Assertive Community 

Treatment :ACT) の実践の 5 課程、 精神保健指導課程 ( 精神保健福祉行政の 計画 

的 ・組織的推進に 関する研修 ) 、 精神科ディ・ケ ア 課程 ( 初任者対象、 中堅者対 

象 ) 、 薬物依存臨床医師研修会、 薬物依存臨床看護研修会を 開催 る 。 

なお、 平成 1 7 年度研修の詳細は、 研究所のホームページ htt   , ル "W.ncnD-k   

坦二Ⅲに掲載されている。 
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